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健康保険及び厚生年金保険の育児休業による保険料免除について 

 

 

１ 相談要旨 

家族４人（相談者、夫、息子、息子の妻）で会社を経営しており、夫が代表取締

役を務めている。家族４人は同居しているが、相談者の夫婦と息子の夫婦は別世

帯である。 

息子の妻が子を出産し育児に専念するため、Ａ年金事務所に健康保険及び厚生

年金保険の育児休業による保険料免除の申出を行い、保険料が免除された。 

その後、息子の妻の子が１歳半になったときに、保険料免除の延長手続をする

ため同年金事務所に出向いたところ、息子の妻は雇用保険に未加入であるため保

険料の免除の対象ではなく、過去になされた保険料の免除の決定が間違いであっ

たとして、免除されていた期間の保険料を納付するよう求められたが、納得でき

ない。 

なお、家族経営の事業所は雇用保険に加入できず、育児休業給付金も受給して

いない。 

 

※日本年金機構Ａ年金事務所側の状況概要 

相談者からの育児休業等取得者の申出書（新規・延長）を受理した。その翌年、相談者が再

延長の申出のため来所した際、息子の妻が雇用保険に未加入であることを把握した職員が疑義

を持ち、Ｂ労働局に照会した結果、息子の妻は、育児・介護休業法に基づく育児休業を取得す

ることができる者に該当せず、保険料免除の対象者ではないとの判断に至る。 

 

 

２ 論点 

○ 健康保険及び厚生年金保険（以下「健康保険等」という。）の保険料免除の申出に

係る事務処理について、新規（１回目）及び延長（２回目）の申出の際には、保険料

免除の対象者ではないことを確認できず、再延長（３回目）の申出の時になって、対

象者ではないことが初めて確認できたとする運用（申出の確認・審査等）に問題はな

いか。問題がある場合、運用を見直すことで解消することは可能か。 

○ 健康保険等では、法人の事業所に使用される者であれば、同居の親族のみを雇う

事業に雇用される者であっても被保険者となるが、保険料免除の対象は、「育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成3年法律

第76号。以下「育児・介護休業法」という。）の育児休業等をしている場合のみであ

り、同居の親族のみを雇う事業に雇用される被保険者が保険料免除の対象とされて

いないのは、仕組みとして不公平なものとなっていないか。 
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３ 制度の概要 

⑴ 健康保険等の適用対象 

○ 健康保険等の被保険者は、健康保険法（大正11年法律第70号。以下「健保法」とい

う。）又は厚生年金保険法（昭和29年法律第115号。以下「厚年法」という。）の適

用事業所に使用される者（厚生年金保険については70歳未満）等であり、この「適用

事業所」には、それぞれの法律に規定する物の製造、土木等の事業の事業所であって

常時5人以上の従業員を使用するもの、法人の事業所であって常時従業員を使用する

もの等が該当する（健保法第3条第1項・第3項、厚年法第6条第1項・第9条）。 

 

 

⑵ 健康保険等の保険料の徴収及び免除 

ア 健康保険 

  （保険料の徴収） 

○ 保険者等※1は、健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収することと

されおり（健保法第155条）、その保険料の額は、各被保険者の標準報酬月額※2及び標

準賞与額※3にそれぞれ一般保険料率※4を乗じて得た額※5とされている（健保法第156条

第1項）。 

※1 本件の相談者は、全国健康保険協会（協会けんぽ）が管掌する健康保険の被保険者で

あり、「保険者等」は厚生労働大臣である（健保法第39条）。同協会の健康保険の業務

のうち保険料の徴収業務（これに付帯する業務を含む。）は、同大臣が行うものであり

（健保法第5条第2項）、同大臣は日本年金機構（以下「機構」という。）に事務を委託

している（健保法第205条の2第1項第5号）。 

※2  被保険者が受け取る給与を一定の幅で区分した報酬月額ごとに、50等級に分かれてお

り（健保法第40条第1項）、毎年9月に、その年の4月から6月までに受けた報酬を基に標

準報酬月額の決定が行われる（健保法第41条第1項）。 

※3  被保険者が受けた賞与額に基づき決定する（千円未満の端数切捨て。年度573万円を上

限。）（健保法第45条）。 

※4  保険者が定める基本保険料率（健保法第160条第15項）と特定保険料率（同条第14項）

とを合算した率 

※5  介護保険法（平成9年法律第123号）第9条第2号に規定する被保険者（40歳以上65歳未

満の医療保険加入者）については、これに介護保険料額を合算した額 

【保険料額の例】協会けんぽ・東京都・令和7年3月分～（介護保険第2号被保険者以外） 

標準報酬月額が  第1級（58,000円）の場合    ➔   5,747.8円 

第50級（1,390,000円）の場合 ➔ 137,749.0円 

 

○ 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の２分の１を負担

することとされており（健保法第161条第1項）、毎月の保険料は翌月末日までに納付し

なければならない（健保法第164条第1項）。 
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（育児休業等による保険料の免除） 

○ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業※1等をしている被保険者が使用

される事業所の事業主が、保険者等に申出をしたときは、育児休業等を開始した日

の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月※2の

当該被保険者に関する保険料は徴収しないこととされている（健保法第159条第1項）。 

※1 このほか、該当する育児休業等に係る法令の規定は以下のとおり（健保法第43条の2・

健康保険法施行令（大正15年勅令第243号）第33条の2）。 

・育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置 

・育児・介護休業法第24条第1項（第2号に係る部分に限る。）の規定により同項第2号

に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置 

・国会職員の育児休業等に関する法律（平成3年法律第108号） 

・国家公務員の育児休業等に関する法律（平成3年法律第109号）（同法第27条第1項及

び裁判所職員臨時措置法（昭和26年法律第299号）（第7号に係る部分に限る。）にお

いて準用する場合を含む。） 

・地方公務員の育児休業等に関する法律（平成3年法律第110号） 

※2 育児休業等をした日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが

同一であり、かつ14日以上である場合は、当該月 

 

【参考】産前産後休業による保険料の免除 

・ 育児休業等によるもののほか、産前産後休業（出産の日（出産の日が出産の予定日後であ

るときは、出産の予定日）以前42日（多胎妊娠の場合は98日）から出産の日後56日までの間

で、妊娠又は出産を理由として労務に服さないこと）をしている被保険者に係る申出があっ

たときに保険料が免除される（健保法第159条の3）。 

 

 

イ 厚生年金保険 

（保険料の徴収） 

○ 政府等※1は、厚生年金保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収すること

とされており（厚年法第81条第1項）、その保険料の額は、各被保険者の標準報酬月額
※2及び標準賞与額※3にそれぞれ保険料率※4を乗じて得た額とされている（同条第3項）。 

※1 政府及び実施機関をいう。本件の相談者は、第1号厚生年金被保険者であり、厚生労働

大臣が実施機関であるところ、保険料の徴収に係る事務は、同大臣が行うものであり（厚

年法第2条の5第1項第1号）、同大臣は機構に事務を委託している（厚年法第100条の10第

1項第29号）。 

※2  被保険者が受け取る給与を一定の幅で区分した報酬月額ごとに、32等級に分かれてお

り（令和2年9月1日以降）（厚年法第20条第1項）、毎年9月に、その年の4月から6月まで

に受けた報酬を基に標準報酬月額の決定が行われる（厚年法第21条第1項）。 

※3  被保険者が受けた賞与額に基づき決定する（千円未満の端数切捨て。150万円を上限）

（厚年法第24条の4）。 
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※4  平成29年9月以後の月分：1000分の183.00（厚年法第81条第4項） 

【保険料額の例】令和2年9月分～ 

第1級（標準報酬月額88,000円）   ➔  16,104.00円 

第32級（標準報酬月額650,000円） ➔ 118,950.00円 

 

○ 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の半額を負担する

こととされており（厚年法第82条第1項）、毎月の保険料は翌月末日までに納付しなけ

ればならない（厚年法第83条第1項）。 

 

（育児休業等による保険料の免除） 

○ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業※1等をしている被保険者が使用

される事業所の事業主が、実施機関に申出※2をしたときは、育児休業等を開始した日

の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月※3の

当該被保険者に係る保険料の徴収は行わないこととされている（厚年法第81条の2第1

項）。 

※1 このほか、該当する育児休業等に係る法令の規定は以下のとおり（厚年法第23条の2）。 

・育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置 

・育児・介護休業法第24条第1項（第2号に係る部分に限る。）の規定により同項第2号

に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置 

・国会職員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定 

・国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項（同法27条第1項及び裁判所職員臨

時措置法（第7号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）の規定 

・地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定 

・裁判官の育児休業に関する法律（平成3年法律第111号）第2条第1項の規定 

※2 実施機関である厚生労働大臣は、申出の受理に係る事務を機構に委任している（厚年

法第100条の4第1項第27号）。 

※3 育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月

とが同一であり、かつ14日以上である場合は、当該月 

 

【参考】産前産後休業による保険料の免除 

・ 育児休業等によるもののほか、産前産後休業（出産の日（出産の日が出産の予定日後であ

るときは、出産の予定日）以前42日（多胎妊娠の場合は98日）から出産の日後56日までの間

で、妊娠又は出産を理由として労務に従事しないこと）をしている被保険者に係る申出があ

ったときに保険料が免除される（厚年法第81条の2の2）。 
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⑶ 育児・介護休業法の「育児休業」 

 （育児休業の適用対象） 

○ 育児・介護休業法に規定する「育児休業」とは、「労働者…が、次章（※）に定め

るところにより、その子…を養育するためにする休業」であり（育児・介護休業法第2

条第1号）、この「労働者」とは、「労働基準法（昭和22年法律第49号）第9条に規定

する「労働者」と同義であり、同居の親族のみを雇う事業に雇用される者及び家事使

用人は除外する」とされている（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律の施行について(令和7年2月5日職発0205第4号、雇均発0205第2号）)。 

 ※ 次章には、育児休業の申出、申出があった場合における事業主の義務等が規定されている。 

 

【参考】労働基準法の「労働者」 

・ 労働基準法第9条に規定する「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に

使用される者で、賃金を支払われる者」であり、同居の親族については、事業主と居住及び

生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しないが、 同居の

親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作

業等に従事し、かつ、事業主の指揮命令に従っていることが明確で、就労の実態が当該事業

場における他の労働者と同様等の条件を満たすものは、労働基準法上の労働者として取り扱

うものとするとしている。（「同居の親族のうち労働者の範囲」（昭和54年4月2日基発第153

号）） 

なお、労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用さ

れない（同法第116条第2項）。 

 

※ 労働基準法第116条第2項では、「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び

家事使用人については、適用しない」とされているところ、「『同居』とは、形式的

に住民基本台帳にいう『世帯』が一とされているか否かではなく、実質的に世帯たる

実態があるか否か、すなわち居住及び生計を一にしているか否かで判断されるべきも

のであろう。」（厚生労働省労働基準局編「令和３年版 労働基準法 下」（株式会

社労務行政））とされている。 

  

本件の場合、同居の親族（家族４人）のみを雇う事業に雇用される者であり、労働基準法

の「労働者」に該当しないため、育児・介護休業法の適用を受けないものと思料。 

 

【参考】雇用保険の被保険者 

・ 雇用保険の被保険者は、適用事業（労働者が雇用される事業）に雇用される労働者（1週

間の労働時間が20時間未満である者等を除く。）であり（雇用保険法（昭和49年法律第116

号）第4条第1項・第5条第1項・第6条）、雇用される労働者に該当しない場合には、被保険

者とならない（業務取扱要領20001－23600 雇用保険適用関係（厚生労働省職業安定局雇用

保険課）20351）。 
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業務取扱要領20001－23600 雇用保険適用関係 20351（抜粋） 

20351（1）労働者性の判断を要する場合 

リ 同居の親族 

個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者としない。 

法人の代表者と同居している親族については、通常の被保険者の場合の判断と異なるも

のではないが、形式的には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と同様と認めら

れる場合（例えば、個人事業が税金対策等のためにのみ法人としている場合、株式や出資

の全部又は大部分を当該代表者やその親族のみで保有して取締役会や株主総会等がほと

んど開催されていないような状況にある場合のように、実質的に法人としての活動が行わ

れていない場合）があり、この場合は、個人事業主と同居の親族の場合と同様、原則とし

て被保険者としない。 

なお、同居の親族であっても、次の(ｲ)～(ﾊ)の条件を満たすものについては、被保険者

として取り扱う。 

(ｲ) 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。 

(ﾛ) 就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支

払われていること。特に、 

ａ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等 

ｂ 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等 

について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の

労働者と同様になされていること。 

(ﾊ) 事業主と利益を一にする地位（取締役等）にないこと（略）。 

 

本件相談者については、法人の代表者と同居している親族であるが、その法人は実質的に

は代表者の個人事業と同様と認められる場合に該当するため、雇用される労働者に該当せ

ず、雇用保険の被保険者になっていないものと思料。 

 

・ 事業主は、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となっ

たことを厚生労働大臣（事業所の所在地を管轄するハローワーク）に届け出なければならな

いこととされている（雇用保険法第7条）。 

 

（育児休業の手続） 

○ 労働者は、その養育する1歳に満たない子、1歳から1歳6か月に達するまでの子及

び1歳6か月から2歳に達するまでの子について、子の氏名・生年月日、育児休業開始

予定日・終了予定日等を、書面の提出、電子メールの送信等により、その事業主に申

し出ることにより、育児休業をすることができる（育児・介護休業法第5条、育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則（平成3年労働省令第25

号。以下「育児・介護休業法施行規則」という。）第7条第1項・第2項）。 

 

○ 事業主は、労働者からの育児休業の申出があったときは、原則、当該申出を拒むこ

とができず、育児休業の申出を受けた旨、育児休業開始・終了予定日等を、書面の交

付、電子メールの送信等により、労働者に速やかに通知することとされている（育児・

介護休業法第6条、育児・介護休業法施行規則第7条第4項・第5項）。 

  



7 

 

４ 保険料免除の事務手続・周知の取組の概要 

（育児休業等による保険料の免除の手続） 

○ 事業主は、次の育児・介護休業法上のⅰ～ⅵの区分ごとに分け、その都度、育児休

業等期間中等に行う「育児休業等取得者申出書（新規・延長）／終了届」（以下「申

出書」という。）を機構※1（事務センター※2又は年金事務所）に、電子申請、郵送又

は窓口持参（窓口持参については年金事務所のみ）により提出する（「健康保険、船員

保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(通知)」(令和4年8

月9日保保発0809第2号・年管管発0809第1号日本年金機構事業企画部門担当理事・事業管理部門

担当理事あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知。以下「取扱い通

知」という。)）。 

【育児・介護休業法上の区分】 

ⅰ）被保険者の養育する子が1歳に達するまでの育児休業（育児・介護休業法第5条第1項） 

ⅱ）被保険者の養育する子が1歳から1歳6か月に達するまでの育児休業（同条第3項） 

ⅲ）被保険者の養育する子が1歳6か月から2歳に達するまでの育児休業（同条第4項） 

ⅳ）出生時育児休業 （被保険者の養育する子の出生の日から起算して8週間を経過する日

の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めてする休業）（同法第9条の2第1項） 

ⅴ）被保険者の養育する子が3歳達するまでの子について育児休業に関する制度に準ずる

措置による休業（同法第23条第2項） 

ⅵ）1歳から3歳に達するまでの子について育児休業に関する制度に準じて講ずる措置によ

る休業（同法第24条第1項） 

※1 本件相談は、協会けんぽが管掌する健康保険の被保険者であるため機構が事務を行っ

ている。なお、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は、当該健康保

険組合に提出する。 

※2 事務センター（全国15か所）では、年金事務所で受け付けた申出書の処理を行うほか、

郵送による受付業務を行っている。 

 

○ 申出書には、次の事項を記載することとされており（健康保険法施行規則（大正15年

内務省令第36号）第135条、厚生年金保険法施行規則（昭和29年厚生省令第37号）第25条の2）、

その様式（記入方法の説明等を含む。）は、取扱い通知において定められている。な

お、期限内に申出書を提出しなかった場合（理由書等を添付）を除き添付書類は不要

である。 

【申出書の記載事項】 

・申出に係る被保険者の氏名及び生年月日 

・事業所の名称及び所在地 

・育児休業等を開始した年月日 

・育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 

・児休業等を終了する年月日 

・申出に係る被保険者の個人番号又は基礎年金番号（健康保険及び厚生年金保険の被

保険者である場合） 

 等 
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○ 年金事務所では、窓口持参又は郵送により受け付けた申出書について、点検を行

い、記入漏れについて補正の手続を行った後、事務センターに回付している。事務セ

ンターでは、電子申請又は郵送により受け付けた申出書のほか、年金事務所で受け

付け回付された申出書について、申出内容の審査を行っている。 

 

○ 機構は、申出書により当該被保険者が育児休業等の取得者であると確認したとき

は、その旨を事業主等に通知することとされている（取扱い通知第三・2）ところ、事

務センターは、申出書の内容を審査した結果、当該被保険者が育児休業等の取得者

であると確認したときは、その旨を「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認

通知書」により、一方、確認できなかったときは、事務処理ができなかった旨をその

理由とともに「届書等に関するお知らせ」により、事業主に通知※している。 

なお、これらの審査結果を取り消す場合の手続については特に定められておらず、

個別の運用に委ねられている。 

※ 機構によると、申出の審査結果については、行政不服審査法（平成26年法律第68号）に

規定する処分（公権力の行使に当たる行為）には当たらず、仮に結果に不服があっても同

法による審査請求をすることはできないとしている。 

 

（申出書の点検・審査時の確認内容） 

○ 機構の「育児休業等取得者届出書（新規・延長）/終了届」の業務に係るマニュア

ル（以下「マニュアル」という。）では、申出の対象者についての確認等に関して、

次のような記載（下線は当局において記載）がある。 

➢ 事業主等から照会があった場合に、育児休業等期間に係る説明・確認する際の注意事項（マ

ニュアル2.2.1）。 

「事業主又は労働者でない役員が被保険者である場合は、育児休業等取得者申出を行うこと

はできない（事業主・労働者でない役員は育介法に基づく育児休業等は取得できない）。」 

➢ 年金事務所の窓口担当者は、申出書の受付時の点検において、被保険者の「氏名」「生年月

日」「性別」欄を確認する際に「記入された被保険者が、事業主でないか確認する」こととさ

れており、その際の注意事項（マニュアル3.1.1） 

「事業主又は労働者でない役員は、育介法に基づく育児休業等は取得できないため、申出は

行えない」 

➢ 事務センターの担当者は、申出書の内容審査において、被保険者の「氏名」「生年月日」「性

別」欄を確認する際に、「記入された被保険者が、事業主でないか確認する」こととされてお

り、その際の注意事項（マニュアル4.2.2） 

「事業主又は労働者でない役員は、育介法に基づく育児休業等は取得できないため、申出は

行えない」 

 

◎ マニュアルでは、事業主・役員が申出対象とならないことについて注意喚起し確認すること

としているものの、同居の親族であるかどうかや、雇用保険の被保険者であるかどうかなどに

ついて確認することとはされていない。 
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（育児休業等による保険料免除の対象者の説明例） 

○ 機構では、保険料の免除の対象となる育児休業等を取得できない者について、次

の方法により事業主等に対し周知している。 

記載場所 記載内容（下線は当局において記載） 

申出書の裏面 この申出により保険料の免除を受けられる期間は「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育

児休業等期間に限ります。原則、事業主等は労働者にあたらず、この

法律に基づく育児休業等は取得できないため、申出はできません。 

機構のホームページ 

「従業員（健康保険・

厚生年金保険の被保

険者）が育児休業等を

取得・延長したときの

手続き」のページ 

「育児休業等取得者申出書」により保険料の免除を受けられる期間は

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律」に基づく育児休業等期間に限ります。 

通常、事業主等は労働者にあたらず、この法律に基づく育児休業等は

取得できないため、当該申し出は行えません。 

「子育て支援制度の

各種手続き（概要）」

のページ 

概要 

育児・介護休業法に基づく育児休業制度を利⽤する場合（３歳未満の

⼦を養育する場合）には保険料が免除。 

注意点 

・役員の⽅で育児休業制度を利⽤できない場合は、被保険者であって

も申出不可。 

 

◎ 同居の親族のみを雇う事業に雇用される者は対象にならないことについて明示している例は

ない。 
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５ その他参考 

⑴ 国民年金の保険料の徴収及び免除（参考） 

（保険料の徴収） 

○ 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収することとされ

ており、その保険料の額は、各月につき1万7千円に保険料改定率（令和7年度は1.030）

を乗じて得た額とされている（国民年金法（昭和34年法律第141号）第87条、国民年金法によ

る改定率の改定等に関する政令（平成17年政令第92号）第2条）。 

【保険料額】 令和7年度 ： 17,000円 × 1.030（保険料改定率） ➔ 17,510円 

 

○ 被保険者は、毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければならない（国民年金法

第91条）。 

 

（育児期間に係る保険料の免除） 

○ 令和6年6月に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和6年法

律第47号）において、国民年金法が改正され、自営業・フリーランス等の国民年金第

1号被保険者※1について、その子が1歳になるまでの期間の保険料の免除措置※2が創設

されることとなった（令和8年10月1日施行）。 

※1 国民年金第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって

第2号被保険者（厚生年金保険の被保険者）及び第3号被保険者（第2号被保険者の配偶者

であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳

未満のもの）以外の者 

※2 免除された保険料に相当する額については、子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補塡することとさ

れている（令和8年改正後の国民年金法第88条の3第3項）。 

 

【参考】出産予定月前後の期間の保険料の免除 

・ 出産予定日の属する月の前月（多胎妊娠の場合は3月前）から出産予定日の翌々月までの

期間に係る保険料が免除される（国民年金法第88条の2）。 

 

 

 ⑵ 育児休業給付金 

○ 雇用保険の被保険者は、１歳未満の子（特に必要と認められる場合にあっては、1

歳6か月未満の子又は2歳未満の子）を養育するための育児休業を取得した場合、一

定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができる（雇用保険法第61条

の7第1項）。 
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６ 関係機関の見解  （下線は当局において記載） 

(1) 厚生労働省保険局保険課・年金局年金課の見解 

① 健康保険・厚生年金保険の保険料免除について、育児・介護休業法等に基づく育

児休業等を対象とし、育児・介護休業法の適用を受けない者（労働基準法上の「労

働者」に該当しない者（同居の親族のみを雇う事業に雇用される者等））を対象と

しなかった経緯、趣旨について 

  仮に、育児・介護休業法の適用を受けない者（同居の親族のみを雇う事業に雇用

される者等）を保険料免除の対象とする場合、考えられる制度・運用上の支障や懸

念について 

○ 被用者保険に加入する被用者は、育児休業等の取得中は収入が低下するため、育

児休業等を開始した月から終了した月（終了日の翌日の月）の前月までの被用者保

険の保険料が免除されます。 

○ このように、保険料免除の対象者は、育児に伴い休業していることが明確である

必要があることから、育児・介護休業法の育児休業等を取得する被保険者としてい

ます。他方、家族従業者は、労働基準法上の労働者ではなく（※）、育児休業等を取

得しないため、明確な「休業」が発生せず、「休業」の発生を外形的に把握すること

も困難です。 

   ※ 同居の親族のみを使用する事業については、事業主とその他の者との関係を一般の場合と

同様の労働関係として取り扱うことは適当ではないことから、労働基準法の適用が除外され

ています。 

○ また、仮に被用者保険において、子が一定の年齢に達するまでの間、明確な「休

業」の発生の有無にかかわらず保険料を免除することとすると、 

・ （その間に何らかの稼働所得を得る可能性があるため、）所得要件や、何らかの

「休業」要件を設けるべきか、 

・ 家族従業者である被用者保険の被保険者について、仮に（子が１歳に達するまで

の間の国民年金の保険料免除と同様に、）子が一定の年齢に達するまでの間、一律

に被用者保険の保険料を免除することとした場合、（育児休業等を取得して現に

「休業」している期間のみしか保険料免除を受けられない）他の被保険者との間で

公平感を失することにならないか 

等の課題があり、慎重な検討が必要と考えています。 
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② 育児・介護休業法の適用対象とならない者（同居の親族のみを雇う事業に雇用さ

れる者等）は、他の被保険者と同様に保険料を納付しているにもかかわらず、育児

期に保険料が免除される余地がないことの相当性について 

○ 被用者保険の育児休業等期間の保険料免除の対象者は、育児に伴い休業している

ことが明確である必要があることから、育児・介護休業法の育児休業等を取得する

被保険者としています。他方、家族従業者は、労働基準法上の労働者ではなく（※）、

育児休業等を取得しないため明確な「休業」が発生せず、「休業」の発生を外形的に

把握することも困難です。また、現時点では育児・介護休業法の育児休業等の申出の

他に、「休業」の発生を外形的・客観的に把握する手段はありません。 

※ 同居の親族のみを使用する事業については、事業主とその他の者との関係を一般の場合と

同様の労働関係として取り扱うことは適当ではないことから、労働基準法の適用が除外され

ています。 

○ （上記①の回答の３段落目と同旨） 

 

 

③ 育児・介護休業法の適用対象ではない者についても、産前産後休業中は保険料が

免除される一方で、育児休業中は免除されないことの考え方について 

○ 被用者保険の育児休業等期間の保険料免除を家族従業者にも認めることについて

は、上記①でご回答したような課題がありますが、出産前後の母体保護の観点から、

また、産前産後期間にある女性については「休業」の発生が明確であることから、産

前産後休業中の被用者保険の保険料を免除することとしています。 

 

 

④ 令和6年6月に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和6年

法律第47号）において、国民年金法が改正され、自営業・フリーランス等の国民年

金第１号被保険者について、その子が１歳になるまでの期間の国民年金保険料の免

除措置が創設されることとなったが、他方で、厚生年金保険の被保険者である同居

親族のみを使用する事業所の従業員等は、育児期間中の保険料の免除措置が受けら

れないままである状況について、公平性の観点等からの見解について。また、厚生

年金保険等においても、国民年金と同様の措置を検討する余地について 

○ 国民年金保険料は定額、厚生年金保険料は賃金の額に応じて保険料額が変動する

ものであり、また、国民年金第１号被保険者と厚生年金被保険者とを比較すると、将

来の年金給付への結びつき方も異なるため、同列に論ずることは困難です。 

○ （上記①の回答の３段落目と同旨） 
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⑤ 国民年金と厚生年金保険との保険料免除の考え方について、保険料の算出方法や

納付額の違いも踏まえた違いについて 

○ 国民年金保険料は定額、厚生年金保険料は賃金の額に応じて保険料額が変動する

ものであり、また、国民年金第１号被保険者と厚生年金被保険者とを比較すると、将

来の年金給付への結びつき方も異なります。 

○ 例えば、厚生年金被保険者については、３歳未満の子を養育する期間について、２

階部分の給付額の算定において、国民年金第１号被保険者よりも手厚く配慮してい

ます（※）。 

※ ３歳未満の子の養育期間中の標準報酬月額が、養育期間前の標準報酬月額よりも低下した

場合、 

・ 保険料負担は現在の標準報酬月額に基づいて算定しつつ、 

・ 報酬比例部分（２階部分）の給付額は、養育期間前の標準報酬月額によって計算される。

他方、第１号被保険者が、子が１歳に達するまでの期間について国民年金保険料の免除を

受ける場合でも、１階部分の定額給付を受けるのみです。 

 

 

⑥ 育児・介護休業法等の適用がない者（同居の親族のみを雇う事業に雇用される者）

について、育児期において保険料の免除の対象となるよう、何らかの措置を講じる

ことの余地について 

○ 上記①及び②でお示しした論点については十分に検討する必要があり、現時点で

は免除の対象にするのは厳しいと考えています。 
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⑵ 厚生労働省年金局事業管理課の見解 

① 厚生年金保険及び健康保険の保険料免除の申出に係る被保険者が、育児・介護休

業法の適用を受けている者かどうかを把握することについて 

○ 育児休業をしている被保険者を使用する事業主からの申出をもって年金事務所に

おいて受け付ける運用としています。育児休業は、事業主と本人との関係において

休業しているものであり、厚生年金保険及び健康保険の保険料免除の申出に係る被

保険者が、実際に育児・介護休業法の適用を受けているかどうかについて年金事務

所では把握できません。年金事務所では、申出があった際に、申出人に対し、育児・

介護休業法上の育児休業を取得している者が保険料免除の対象となることを案内し

ており、申出人がこれを理解した上で申し出ているものと考えています。 

 

 

② 育児・介護休業法等の適用対象かどうかを確認せずに保険料を免除している現在

の運用の合理性や見直しの余地について 

  また、被保険者が育児・介護休業法の適用対象であるかについて、例えば雇用保

険の加入状況を確認することにより確認することについて 

 ○ 厚生年金保険・健康保険制度においては、事業主に各種の届出義務を課している

ところです。 

また、現行の申出様式においては、保険料免除は育児・介護休業法上の育児休業に

あたる期間に限ることを明記しています（※）。 

育児休業期間中の保険料免除の要件に該当するか否かは、一義的には事業主が確

認すべき事項であり、現行運用は合理的なものと考えています。 

   ご照会の雇用保険の加入状況により保険料免除の対象者か否かを確認することに

ついては、 

・ 育児介護休業法に基づく育児休業の対象となる者が、雇用保険の被保険者であ

ることが法律上規定されていない中で、それを確認することが妥当か 

・ 仮に実施する場合、事業主においては、雇用保険の被保険者番号の記載の事務、 

日本年金機構においては、雇用保険の被保険者であることの確認事務が発生する

こととなる。大半の被保険者が育児・介護休業法に基づく育児休業の対象者と考え

られる中で、その確認のために事業主及び日本年金機構に新たな事務負担を課す

ことが費用対効果の観点から妥当か 

  等の課題があると考えます。 

※ 様式中の記載 

「この申出により保険料の免除を受けられる期間は「育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等期間に限ります。原則、事業主等

は労働者にあたらず、この法律に基づく育児休業等は取得できないため、申出はできません。」 
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③ 申出時に、育児・介護休業法の適用を受けている者かどうかの確認を行うため、

例えば、雇用保険の被保険者であることなどを証明する書類等を求めることについ

て 

 ○ 雇用保険に加入しているかをチェックする仕組みはありませんが、仮にチェック

する仕組みを設けるとすれば、事業主から何かしらの証明書類の提出を受けて確認

する運用になると思料します。費用をかければ、雇用保険の被保険者であるか調べ

るためのシステムを構築することは可能ですが、加入していない者は例外的であり

相対的に少なく、そのためにシステムを構築するのは費用対効果の観点から現実的

ではないと考えられます。 

年金事務所では、事業所の情報を登録する際、会社名や、住所、事業主の氏名も登

録しているため、保険料免除の申出に係る被保険者の氏名と事業主の氏名とが同一

であるかどうかを確認することができますが、機構が管理している事業所の情報に

事業主の家族の氏名が紐付いていないため、当該被保険者と事業主の家族の氏名と

が同一であるかを判別できません。 

 

 

④ 実際に年金事務所において保険料免除の決定の間違いが発生している（必ずしも

保険料免除の対象を理解せず申し出ている）ことへの対応の必要性について 

○ 機構からは、同様のケースが頻繁に発生するといった話は聞いておらず、発生件

数は非常に少ないと思料します。しかし、保険料免除は、事業主が申し出るものであ

り、事業主に責任が生じるものですが、適切な申出が行われるかは事業主が育児・介

護休業法の育児休業を理解しているのかに依拠するため、事業主に対して制度を案

内する中で分かりやすく説明する対応が必要であると考えます。 

 

 

⑤ 事業主に一定の責任がある一方、誤った申出の未然防止の観点から、特に今回の

ケースのような同居の親族のみで経営する小さな事業所において制度や免除の対

象要件が十分に理解できるよう周知を図ることについて 

○ 事業主や被保険者に制度を理解してもらうための周知は重要と考えています。 

  現在、機構のホームページや申出様式の記載やチラシによって周知をしていると

ころですが、周知の内容や方法については、必要に応じて改善を図ってまいります。 

 

 

⑥ 本件相談者のように、誤って免除されていた期間分を含め約60万円の保険料を一

度に納めるのは、負担も大きいが、救済措置を講ずる余地について 

○ 本来納めるべき保険料という位置付けであるため、納付していただかざるを得ま

せんが、事業主と相談の上、分割払いや納付期限などは柔軟に対応することが可能

です。 



16 

 

⑶ 機構の見解 

① 本件相談事案のような事務処理が行われた原因（被保険者が育児・介護休業法に

基づく育児休業等の取得者ではないことを把握できなかった原因）について 

  また、本件相談事案において、申出のあった被保険者が保険料免除の対象外で

あることに気付いた端緒（きっかけ）と免除の対象外であることを確認した方法

また、マニュアル等に沿った手続としてのこれらの適否について 

○ 当該被保険者が育児・介護休業法に基づく育児休業等の取得者ではないことが把

握できなかった原因は、厚生年金保険法施行規則第25条の2及び健康保険法施行規則

第135条に基づき、事業主が育児休業にかかる事項を確認して届出を行うこととなっ

ているため、届け出された育児休業期間中の保険料の徴収の特例の申請書は、当然

に育児・介護休業法による育児休業を取得している者の申出であるとして取り扱う

ためです。また、届書審査時には届出された被保険者の氏名が事業主と同一ではな

いかを確認することとしておりますが、本事案は別人であったため把握できなかっ

たものと思われます。 

保険料免除の対象外であることに気付いたきっかけは、再延長のための育児休業

等取得者申出書（延長）申請時に、Ａ年金事務所の窓口担当者に対し、事業所担当者

から「雇用保険に加入していない被保険者である」と申し出があったためです。 

その際、免除の対象外であることを確認した方法は以下の３点になります。 

① 事業所担当者からの雇用保険に加入していないという申出があったこと 

② 年金事務所職員が育児・介護休業法に基づく育児休業を取得している方が対

象であると説明したが、事業所担当者から当該被保険者が育児・介護休業法に

基づく育児休業を取得しているとの申出がなかったこと 

③ Ｂ労働局への照会 

①～③の確認方法は、手続きの手順には定められておりませんが、通常、想定され

る対応と考えています。 

 

 

② 育児・介護休業法に基づく育児休業が取得できない者からの申出を受理した後、

それが誤りだったと判明するケースについて 

○ 当該ケースについては承知しておらず、申出時に添付書類の提出を受ける運用と

していないため、育児・介護休業法に基づく育児休業が取得できない者については、

事業主と被保険者の名前が一致するケース以外に気付く契機はありません。ただし、

後に事業主等から育児・介護休業法の適用を受けていないことの申出があった場合

は、誤りが判明することがあり得ます。 
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③ 保険料免除の申出があった際、申出に係る被保険者が育児・介護休業法に基づ

く育児休業を取得している者であるかどうかの確認について 

○ 通常、事業主は、育児休業取得に係る必要な手続を経た上で、保険料免除の申出を

行うので、基本的にその申出内容に基づき処理しています。 

機構において、事業主側で育児休業取得に係る必要な手続を経ているかを確認す

るためには、保険料免除の申出に証拠書類を添付してもらう必要がありますが、大多

数の申出人が労働基準法上の「労働者」に該当するであろうことや、電子申請が多い

ことを踏まえると、全ての申請者から証拠書類の添付を求めた場合に申請者に生じ

る事務負担を考慮する必要があると考えます。 

 

（育児・介護休業法上の労働者に該当する者であるかどうかの確認について） 

○ 申出に係る被保険者が労働者に該当する者であるかどうかについては、申出書に

記載された事業主と被保険者との氏名が同じかどうか以外には確認しておらず、事

業主において判断されるものであるため、事業主に確認する必要があります。 

 

（雇用保険の加入状況の確認について） 

○ 雇用保険の加入状況については確認していませんが、仮に雇用保険の加入状況を

確認できたとしても、加入者が必ずしも保険料免除の対象となるのかどうかについ

ては、機構においては判断できません。 

 

 （申出書様式の変更や書類添付など運用の変更について） 

○ 申出に係る審査事項を増やしたり、新たに書類を添付したりする場合には、シス

テム改修や、当該審査に要する作業量の増加などの課題があります。 
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７ 関係データ 

○ 厚生年金保険の被保険者のうち育児休業等による保険料免除者数 

（年度末現在） 

年度 事業所数 

(千か所) 

被保険者数 

(万人) 

うち育児休業等保険料免除者数 

(万人) 

総数 男子 女子 総数 男子 女子 

令和3 2,598 4,065 2,474 1,590 47 1.5 45 

  4 2,688 4,157 2,498 1,659 49 2.5 46 

  5 2,791 4,211 2,512 1,699 50 3.2 47 

注1 令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況（令和6年12月厚生労働省年金局）の「厚生年金

保険（第1号）適用状況の推移」から抜粋し、当局が作成した。 

2 事業所数には船舶所有者を含む。 

3 被保険者数及び育児休業等保険料免除者数の男子には船員・坑内員を含む。 

4 育児休業等保険料免除者数には、産前産後休業期間の保険料免除者を含む。 

5 育児休業等保険料免除者数には、船員については、令和４年10月以降保険料免除の対象とな

った、育児休業等の開始日の属する月と終了日の翌日の属する月が同一であり、かつ、当該月

に14日以上の育児休業等を取得した場合を含まない。 

 

○ 令和5年度に日本年金機構へ「健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書、船

員保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書」の手続きが行われた件数は、約105万

件（令和3年度及び4年度は集計なし） 
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【健康保険法関係】 

○健康保険法（大正十一年法律第七十号）抄 

 

（定義） 

第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となる

ことができない。 

一 船員保険の被保険者（船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第二条第二項に規定する疾病任

意継続被保険者を除く。） 

二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの（イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げ

る者にあってはロに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。） 

イ 日々雇い入れられる者 

ロ 二月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見

込まれないもの 

三 事業所又は事務所（第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。）

で所在地が一定しないものに使用される者 

四 季節的業務に使用される者（継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。） 

五 臨時的事業の事業所に使用される者（継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。） 

六 国民健康保険組合の事業所に使用される者 

七 後期高齢者医療の被保険者（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第

五十条の規定による被保険者をいう。）及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の

規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの（以下「後期高齢者医療の被保険者等」とい

う。） 

八 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者（健康保険の被保険者でないことに

より国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。） 

九 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の

労働者（当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者

にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。

以下この号において単に「通常の労働者」という。）の一週間の所定労働時間の四分の三未満である

短時間労働者（一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労

働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。）又はその一月間の所定労働日数が同一の

事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に

該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの 

イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。 

ロ 報酬（最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四条第三項各号に掲げる賃金に相当す

るものとして厚生労働省令で定めるものを除く。）について、厚生労働省令で定めるところによ

り、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。 

ハ 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十

三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。 

２ 略 

３ この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 

一 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの 

イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 

ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 

ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 

ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 

ホ 貨物又は旅客の運送の事業 

ヘ 貨物積卸しの事業 
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ト 焼却、清掃又はと殺の事業 

チ 物の販売又は配給の事業 

リ 金融又は保険の事業 

ヌ 物の保管又は賃貸の事業 

ル 媒介周旋の事業 

ヲ 集金、案内又は広告の事業 

ワ 教育、研究又は調査の事業 

カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 

ヨ 通信又は報道の事業 

タ 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める社会福祉事業及び更生保護事業法（平成

七年法律第八十六号）に定める更生保護事業 

レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又

は会計に係る業務を行う事業 

二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用する

もの 

４ この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項

ただし書に該当するに至ったため被保険者（日雇特例被保険者を除く。）の資格を喪失した者であっ

て、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者（日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済

組合の組合員である被保険者を除く。）であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者

の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である

者は、この限りでない。 

５～１３ 略 

 

（全国健康保険協会管掌健康保険） 

第五条 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者（日雇特例被保険者を除く。次節、

第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第

十一章を除き、以下本則において同じ。）の保険を管掌する。 

２ 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資

格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収（任意継続被保険

者に係るものを除く。）並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 

 

（資格取得の時期） 

第三十五条 被保険者（任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。）は、

適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第

三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。 

 

（資格の得喪の確認） 

第三十九条 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等（被保険者が協会が管掌する健康保険の被保

険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者で

ある場合にあっては当該健康保険組合をいう。第百六十四条第二項及び第三項、第百八十条第一項、

第二項及び第四項並びに第百八十一条第一項を除き、以下同じ。）の確認によって、その効力を生ず

る。ただし、第三十六条第四号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者

の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 

２・３ 略 

 

（標準報酬月額） 

第四十条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分（次項の規定により等級区分

の改定が行われたときは、改定後の等級区分）によって定める。 
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標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 

第一級 五八、〇〇〇円 六三、〇〇〇円未満 

略 略 略 

第五〇級 一、三九〇、〇〇〇円 一、三五五、〇〇〇円以上 

２・３ 略 

 

（定時決定） 

第四十一条 保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間（その

事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日（厚

生労働省令で定める者にあっては、十一日。第四十三条第一項、第四十三条の二第一項及び第四十三

条の三第一項において同じ。）未満である月があるときは、その月を除く。）に受けた報酬の総額をそ

の期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 

２ 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報

酬月額とする。 

３ 略 

 

（育児休業等を終了した際の改定） 

第四十三条の二 保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律（平成三年法律第七十六号）第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第二項の育児休業

に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定によ

り同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法

令に基づく育児休業（以下「育児休業等」という。）を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了し

た日（以下この条において「育児休業等終了日」という。）において当該育児休業等に係る三歳に満た

ない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めると

ころにより保険者等に申出をしたときは、第四十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日

が属する月以後三月間（育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期

間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月

を除く。）に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を

改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する休業を開始している被保険者は、

この限りでない。 

２ 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過

した日の属する月の翌月からその年の八月（当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場

合は、翌年の八月）までの各月の標準報酬月額とする。 

 

（産前産後休業を終了した際の改定） 

第四十三条の三 保険者等は、産前産後休業（出産の日（出産の日が出産の予定日後であるときは、出

産の予定日）以前四十二日（多胎妊娠の場合においては、九十八日）から出産の日後五十六日までの

間において労務に服さないこと（妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限

る。）をいう。以下同じ。）を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日（以下この条にお

いて「産前産後休業終了日」という。）において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、

その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をし

たときは、第四十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間（産前

産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、

報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。）に受けた報酬の

総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産

後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、協会が

徴収する。 
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（標準賞与額の決定） 

第四十五条 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額

に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を

決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度（毎年四月一日から翌年三月

三十一日までをいう。以下同じ。）における標準賞与額の累計額が五百七十三万円（第四十条第二項の

規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において

同じ。）を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額

を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。 

２ 略 

 

（保険料） 

第百五十五条 保険者等は、健康保険事業に要する費用（前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、

介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等並びに健康保険組合においては、第百七十三条の規定に

よる拠出金の納付に要する費用を含む。）に充てるため、保険料を徴収する。 

２ 略 

 

（被保険者の保険料額） 

第百五十六条 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 

一 介護保険法第九条第二号に規定する被保険者（以下「介護保険第二号被保険者」という。）である

被保険者 一般保険料額（各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率（基

本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。）を乗じて得た額をいう。以下同じ。）と介護保

険料額（各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。

以下同じ。）との合算額 

二 介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額 

２・３ 略 

 

○介護保険法（平成九年法律第百二十三号）抄 

（被保険者） 

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区（以下単に「市町村」という。）

が行う介護保険の被保険者とする。 

一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者（以下「第一号被保険者」という。） 

二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者（以下「第二

号被保険者」という。） 

 

第百五十九条 育児休業等をしている被保険者（第百五十九条の三の規定の適用を受けている被保険者

を除く。次項において同じ。）が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保

険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険

者に関する保険料（その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険

料に限る。）は、徴収しない。 

一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが

異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が

属する月の前月までの月 

二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが

同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計

算した日数が十四日以上である場合 当該月 

２ 被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合（これに準ずる場合として厚生労働省令で
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定める場合を含む。）における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。 

 

第百五十九条の二 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、

厚生年金保険法第八十一条に規定する保険料（以下「厚生年金保険料」という。）及び子ども・子育て

支援法（平成二十四年法律第六十五号）第六十九条に規定する拠出金（以下「子ども・子育て拠出金」

という。）の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び子ど

も・子育て拠出金の額を基準として按(あん)分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。 

 

○厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）抄 

（保険料） 

第八十一条 政府等は、厚生年金保険事業に要する費用（基礎年金拠出金を含む。）に充てる

ため、保険料を徴収する。 

２～４ 略 

（保険料の負担及び納付義務） 

第八十二条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 

２～５ 略 

 

○子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号） 

（拠出金の徴収及び納付義務） 

第六十九条 政府は、児童手当の支給に要する費用（児童手当法第十九条第一項の規定による

国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第二項において「拠

出金対象児童手当費用」という。）、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に

掲げる費用（施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係るものに相

当する費用に限る。次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。）、地域

子ども・子育て支援事業（第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。）に

要する費用（次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。）

及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用（第五十九条の二第二項に規定する事業に係る

ものを除く。次条第二項において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。）に充てるた

め、次に掲げる者（次項において「一般事業主」という。）から、拠出金を徴収する。 

一 厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第八十二条第一項に規定する事業主（次

号から第四号までに掲げるものを除く。） 

二 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十八条第一項に規定す

る学校法人等 

三 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十四条の三第一項に

規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの 

四 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百二十六条第一項に規定す

る連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの 

２ 一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。 

 

第百五十九条の三 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で

定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からそ

の産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴

収しない。 

 

（保険料率） 

第百六十条 協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の三十から千分の百三

十までの範囲内において、支部被保険者（各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保

険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。）を単
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位として協会が決定するものとする。 

２ 前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率（以下「都道府県単位保険料率」

という。）は、当該支部被保険者に適用する。 

３～１３ 略 

１４ 特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支

援金等の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額（協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の

保険においては、その額から第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助額を控除した額）

の合算額（前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額）を当該年度における当該保険者が

管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。 

１５ 基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める。 

１６ 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金（日雇特例被保険者に係るもの

を除く。）の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第二号被保険者である被保険者の

総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。 

１７ 略 

 

（保険料の負担及び納付義務） 

第百六十一条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。

ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 

２ 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 

３・４ 略 

 

（保険料の納付） 

第百六十四条 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、

任意継続被保険者に関する保険料については、その月の十日（初めて納付すべき保険料については、

保険者が指定する日）までとする。 

２・３  

 

（機構への事務の委託） 

第二百五条の二 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務（第百八十一条の三第一項の規定により協

会が行うこととされたもの及び第二百三条第一項の規定により市町村長が行うこととされたものを

除く。）を行わせるものとする。 

一～四 略 

五 第百五十五条第一項、第百五十八条、第百五十九条、第百五十九条の三及び第百七十二条の規定

による保険料の徴収に係る事務（第二百四条第一項第十二号、第十三号及び第十五号から第十七号

までに掲げる権限を行使する事務並びに第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百

八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第

七号、第九号及び第十一号に掲げる事務を除く。） 

六～十三 略 

２ 略 

 

 

○健康保険法施行令（大正十五年勅令第二百四十三号）抄 

 

第三十三条の二 法第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。 

一 国会職員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百八号） 

二 国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）（裁判所職員臨時措置法（昭和二

十六年法律第二百九十九号）（第七号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。） 

三 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号） 
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○健康保険法施行規則（大正十五年内務省令第三十六号）抄 

 

（育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等） 

第百三十五条 法第百五十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項（第七号に掲げる事項にあ

っては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一

である場合に限る。）を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものと

する。 

一 申出に係る被保険者（任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。）の事業所整理記号及

び被保険者整理番号 

二 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日 

三 事業所の名称及び所在地 

四 育児休業等を開始した年月日 

五 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 

六 育児休業等を終了する年月日 

七 育児休業等の日数 

２ 法第百五十九条第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被

保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日

までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なけ

ればならない。ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第百五十九条

の三の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限

りでない。 

３ 前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の

被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基

礎年金番号を付記しなければならない。 

４ 法第百五十九条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところに

より計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日

から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数（被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第九条の二第一項に規定する出生

時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が

当該被保険者を就業させる日数（当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係

る一日の所定労働時間数で除して得た数（その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）

をいう。）を除いた日数）とする。ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする

場合（法第百五十九条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。）に

は、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。 

５ 法第百五十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等を

している場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当

該被保険者が就業した日がないときとする。 

 

（産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等） 

第百三十五条の二 法第百五十九条の三の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構

又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 

一 申出に係る被保険者（任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。）の事業所整理記号及

び被保険者整理番号 

二 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日 

三 事業所の名称及び所在地 

四 産前産後休業を開始した年月日 
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五 産前産後休業に係る子の出産予定年月日 

六 多胎妊娠の場合にあっては、その旨 

七 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日 

八 産前産後休業を終了する年月日（以下「産前産後休業終了予定日」という。） 

２ 法第百五十九条の三の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、前項に掲

げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したと

きは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 

３ 略 

 

 

○「健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いに

ついて(通知)」（令和 4年 8月 9日保保発 0809第 2号・年管管発 0809第 1号日本年金機

構事業企画部門担当理事・事業管理部門担当理事あて厚生労働省保険局保険課長・厚生

労働省年金局事業管理課長通知）抄 

 

第三 保険料免除の手続きについて 

1 保険料免除の申出 

(1) 育児休業等期間中の保険料免除の申出については、事業主又は船舶所有者(以下「事業主等」

という。)が、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書／終了届(別紙 1)」又は「船員

保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(別紙 2)」(以下「申出書」という。)を日本年金機

構又は健康保険組合(以下「機構等」という。)に提出すること(電子申請により提出する場合を

含む。)により行うものであること。 

(2) 申出書の提出は、育介法上の区分(育介法第 5条第 1項にいう被保険者の養育する子が 1歳に

達するまでの育児休業、同条第 3 項にいう当該子が 1 歳から 1 歳 6 か月に達するまでの育児休

業、同条第 4項にいう当該子が 1歳 6か月から 2歳に達するまでの育児休業、同法第 9条の 2第

1 項にいう出生時育児休業、同法第 23 条第 2 項にいう当該子が 3 歳に達する日までの育児休業

に関する制度に準ずる措置又は同法第 24 条第 1 項(第 2 号に係る部分に限る。)の規定により 1

歳から 3歳に達するまでの子について同項第 2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ず

る措置による休業の別をいう。以下同じ。)ごとに分け、その都度、当該育児休業等期間中又は終

了後の一定期間中(育児休業等終了日から起算して 1 月以内。以下「育児休業等期間中等」とい

う。)に行うものであること。 

また、育児休業等期間中において、育児休業等を終了した後に、再度当該子に係る育児休業等

を開始したときは、その都度、当該育児休業等期間中等に申出書の提出を行うものであること。 

なお、育介法上の区分の異なる育児休業等を連続して取得する場合には、第二 3(1)に示すとお

り、その全部を 1 の育児休業等とみなすことから、新たに保険料免除の申出を行うのではなく、

3(2)による育児休業等終了日の延長に準じた申出をするものであること(当初の申出時点におい

ては、育介法上の区分に応じて、当該申出に係る育児休業等終了日を申し出る必要があること。)。 

(3) 当該育児休業等終了日から一定期間を経過した後(育児休業等終了日から起算して 1 月を経

過した日後)に申出書を提出する場合においては、理由書等(必要に応じて当該書類等を補完する

資料)を添付するものであること。 

 

2 育児休業等取得者の確認通知 

機構等は、申出書により当該被保険者が育児休業等の取得者であると確認したときは、その旨を

事業主等に通知するものであること 
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【厚生年金保険法関係】 

○厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）抄 

 

（管掌） 

第二条 厚生年金保険は、政府が、管掌する。 

 

（実施機関） 

第二条の五 この法律における実施機関は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者

とする。 

一 次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者（以下「第一号厚生年金

被保険者」という。）の資格、第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬（第二十八条に規定する標準

報酬をいう。以下この項において同じ。）、事業所及び被保険者期間、第一号厚生年金被保険者であ

つた期間（以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。）に基づくこの法律による保険給付、当該

保険給付の受給権者、第一号厚生年金被保険者に係る国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）

第九十四条の二第一項の規定による基礎年金拠出金の負担、第一号厚生年金被保険者期間に係る保

険料その他この法律の規定による徴収金並びに第一号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関

する事務 厚生労働大臣 

二～四 略 

２ 略 

 

（適用事業所） 

第六条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所（以下単に「事業所」という。）又は船舶

を適用事業所とする。 

一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの 

イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 

ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 

ハ～レ 略 

二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員

を使用するもの 

三 略 

２ 略 

３ 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所

とすることができる。 

４ 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者（第十二

条に規定する者を除く。）の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 

 

（被保険者） 

第九条 適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 

 

第十条 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生

年金保険の被保険者となることができる。 

２ 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 

 

（適用除外） 

第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年

金保険の被保険者としない。 

一 臨時に使用される者（船舶所有者に使用される船員を除く。）であつて、次に掲げるもの。ただ

し、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては定めた期間を超え、引き続き使
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用されるに至つた場合を除く。 

イ 日々雇い入れられる者 

ロ 二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見

込まれないもの 

二 所在地が一定しない事業所に使用される者 

三 季節的業務に使用される者（船舶所有者に使用される船員を除く。）。ただし、継続して四月を超

えて使用されるべき場合は、この限りでない。 

四 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、こ

の限りでない。 

五 事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の

労働者（当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者

にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。

以下この号において単に「通常の労働者」という。）の一週間の所定労働時間の四分の三未満である

短時間労働者（一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労

働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。）又はその一月間の所定労働日数が同一の

事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に

該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの 

イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。 

ロ 報酬（最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四条第三項各号に掲げる賃金に相当す

るものとして厚生労働省令で定めるものを除く。）について、厚生労働省令で定めるところによ

り、第二十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。 

ハ 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十

三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。 

 

（標準報酬月額） 

第二十条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分（次項の規定により等級区分

の改定が行われたときは、改定後の等級区分）によつて定める。 

標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 

第一級 八八、〇〇〇円 九三、〇〇〇円未満 

略 略 略 

第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 

２ 略 

 

（定時決定） 

第二十一条 実施機関は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間（その

事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日（厚

生労働省令で定める者にあつては、十一日。第二十三条第一項、第二十三条の二第一項及び第二十三

条の三第一項において同じ。）未満である月があるときは、その月を除く。）に受けた報酬の総額をそ

の期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 

２ 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報

酬月額とする。 

３ 略 

 

（育児休業等を終了した際の改定） 

第二十三条の二 実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律（平成三年法律第七十六号。以下この項において「育児・介護休業法」という。）第二条第一号に規

定する育児休業若しくは育児・介護休業法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若

しくは育児・介護休業法第二十四条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定により同項第二号に規
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定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律

（平成三年法律第百八号）第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法

律（平成三年法律第百九号）第三条第一項（同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法（昭和

二十六年法律第二百九十九号）（第七号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）の規定に

よる育児休業、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）第二条第一項の規定

による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律（平成三年法律第百十一号）第二条第一項の規定

による育児休業（以下「育児休業等」という。）を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日

（以下この条において「育児休業等終了日」という。）において育児・介護休業法第二条第一号に規定

する子その他これに類する者として政令で定めるもの（第二十六条において「子」という。）であつて、

当該育児休業等に係る三歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主

を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわ

らず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間（育児休業等終了日の翌日において使用される

事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満

である月があるときは、その月を除く。）に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報

酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する

産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。 

２ 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過

した日の属する月の翌月からその年の八月（当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場

合は、翌年の八月）までの各月の標準報酬月額とする。 

３ 第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合にお

いては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とす

る。 

 

（産前産後休業を終了した際の改定） 

第二十三条の三 実施機関は、産前産後休業（出産の日（出産の日が出産の予定日後であるときは、出

産の予定日）以前四十二日（多胎妊娠の場合においては、九十八日）から出産の日後五十六日までの

間において労務に従事しないこと（妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に

限る。）をいい、船員（国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船

員を除く。以下同じ。）たる被保険者にあつては、船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により職

務に服さないことをいう。以下同じ。）を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日（以下

この条において「産前産後休業終了日」という。）において当該産前産後休業に係る子を養育する場合

において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出

をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間（産

前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、

報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。）に受けた報酬の

総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産

後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。 

２・３ 略 

 

（標準賞与額の決定） 

第二十四条の四 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞

与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額

を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円（第二十条第二項の規定による標準報

酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。）を超えると

きは、これを百五十万円とする。 

２ 第二十四条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。 
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（保険給付の種類） 

第三十二条 この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関（厚生労働大臣を除く。

第三十四条第一項、第四十条、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項、第八十四条の五第

二項並びに第八十四条の六第二項並びに附則第二十三条の三において「政府等」という。）が行う。 

一 老齢厚生年金 

二 障害厚生年金及び障害手当金 

三 遺族厚生年金 

 

第七十九条 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる

事業を行うことができる。 

一 教育及び広報を行うこと。 

二 被保険者、受給権者その他の関係者（以下この条及び第百条の三の二第一項において「被保険者

等」という。）に対し、相談その他の援助を行うこと。 

三 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資す

る情報を提供すること。 

２ 政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務（国民年金法第九十四条の二第一項及び第二項の

規定による基礎年金拠出金（以下「基礎年金拠出金」という。）の負担及び納付に伴う事務を含む。）

を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。 

３ 政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構（以下「機

構」という。）に行わせることができる。 

 

（国庫負担等） 

第八十条 国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の二分の一

に相当する額を負担する。 

２ 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務（基礎年

金拠出金の負担に関する事務を含む。次項において同じ。）の執行（実施機関（厚生労働大臣を除く。）

によるものを除く。）に要する費用を負担する。 

３ 略 

 

（保険料） 

第八十一条 政府等は、厚生年金保険事業に要する費用（基礎年金拠出金を含む。）に充てるため、保険

料を徴収する。 

２ 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 

３ 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。 

４ 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 

略 略 

平成二十九年九月以後の月分 千分の百八十三・〇〇 

 

（育児休業期間中の保険料の徴収の特例） 

第八十一条の二 育児休業等をしている被保険者（次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第

三項において同じ。）が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申

出をしたときは、前条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める月の当該被保険者に係る保険料（その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準

報酬月額に係る保険料に限る。）の徴収は行わない。 

一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが

異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が

属する月の前月までの月 

二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが
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同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計

算した日数が十四日以上である場合 当該月 

２ 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用す

る場合においては、同項中「同じ。）が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。）」とする。 

３ 被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合（これに準ずる場合として厚生労働省令で

定める場合を含む。）における第一項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。 

 

（産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例） 

第八十一条の二の二 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定

めるところにより実施機関に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険

者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了す

る日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 

２ 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用す

る場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。 

 

（保険料の負担及び納付義務） 

第八十二条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 

２ 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 

３～５ 略 

 

（保険料の納付） 

第八十三条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。 

２・３ 略 

 

（交付金） 

第八十四条の三 政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関（厚生労働大臣を除く。以下

この条、第八十四条の五、第八十四条の六、第八十四条の八及び第八十四条の九において同じ。）ごと

に実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これ

に相当する給付として政令で定めるものに要する費用（以下「厚生年金保険給付費等」という。）とし

て算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付する。 

 

第八十四条の四 地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、毎年度、地方公務員共済

組合（指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職

員共済組合連合会。以下この条及び第八十四条の七において同じ。）ごとに地方公務員共済組合に係

る厚生年金保険給付費等として算定した金額を、当該地方公務員共済組合に対して交付する。 

 

（拠出金及び政府の負担） 

第八十四条の五 実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。 

２ 次条第一項に規定する拠出金算定対象額から前項の規定により実施機関が納付する拠出金の合計

額及び政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分（基礎年金拠出金から第八十条第

一項、国家公務員共済組合法第九十九条第四項第二号、地方公務員等共済組合法第百十三条第四項第

二号又は私立学校教職員共済法第三十五条第一項に規定する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当

する額を控除した額をいう。次条第一項及び第二項並びに附則第二十三条第二項第一号において同

じ。）の合計額を控除した額については、厚生年金保険の実施者たる政府の負担とする。 

３ 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、第一項の規定による実施機関が納付

すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について、その将来にわたる予想額を算定するものと

する。 
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（機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任） 

第百条の四 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。ただし、第三

十二号から第三十四号まで及び第三十六号から第三十八号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら

行うことを妨げない。 

一～二十六 略 

二十七 第八十一条の二第一項及び第八十一条の二の二第一項の規定による申出の受理 

二十八～四十三 略 

２～７ 略 

 

（機構への事務の委託） 

第百条の十 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。ただし、第三十二号の

三に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 

一～二十八 略 

二十九 第八十一条第一項、第八十一条の二第一項及び第三項、第八十一条の二の二第一項並びに第

八十五条の規定による保険料の徴収に係る事務（第百条の四第一項第二十七号から第三十一号まで

に掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規

定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第三十一号及び第三

十三号に掲げる事務を除く。） 

三十～三十九 略 

２・３ 略 

 

 

○厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令（令和二年政令第二百

四十六号）抄 

 

（令和二年九月以後の標準報酬月額の等級区分の改定） 

第一条 令和二年九月以後の厚生年金保険法（以下「法」という。）の標準報酬月額については、法第二

十条第一項の表中「 

第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 

」とあるのは、「 

第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 

第三二級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上 

」と読み替えて、法の規定（他の法令において引用する場合を含む。）を適用する。 

 

（法第二十四条の四第一項の政令で定める額） 

第二条 令和二年九月以後の法第二十四条の四第一項の政令で定める額は、百五十万円とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この政令は、令和二年九月一日から施行する。 

 

 

○厚生年金保険法施行規則（昭和二十九年厚生省令第三十七号）抄 

 

（育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等） 

第二十五条の二 法第八十一条の二第一項の規定による申出（第一号厚生年金被保険者に係るものに限

る。）は、次に掲げる事項（第七号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とそ

の育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。）を記載した申出書を機構に
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提出することによつて行うものとする。 

一 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日 

二 申出に係る被保険者の個人番号又は基礎年金番号 

三 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 

四 育児休業等を開始した年月日 

五 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 

六 育児休業等を終了する年月日 

七 育児休業等の日数 

２ 前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康

保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第百三十五条第一項又は船員保

険法施行規則第百六十一条第一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。 

３ 法第八十一条の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該

被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前

日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。ただし、

当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第八十一条の二の二第一項の規定の

適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。 

４ 略 

５ 法第八十一条の二第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところ

により計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した

日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数（被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第九条の二第一項に規定する出

生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主

が当該被保険者を就業させる日数（当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に

係る一日の所定労働時間数で除して得た数（その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた

数）をいう。）を除いた日数）とする。ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等を

する場合（法第八十一条の二第三項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除

く。）には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日

数とする。 

６ 法第八十一条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等

をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に

当該被保険者が就業した日がないときとする。 

 

（産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等） 

第二十五条の二の二 法第八十一条の二の二第一項の規定による申出（第一号厚生年金被保険者に係る

ものに限る。）は、次の各号（船員被保険者にあつては、第六号を除く。第三項において同じ。）に掲

げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 

一 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日 

二 申出に係る被保険者の個人番号又は基礎年金番号 

三 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 

四 産前産後休業を開始した年月日 

五 産前産後休業に係る子の出産予定年月日 

六 多胎妊娠の場合にあつては、その旨 

七 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあつては、出産の年月日 

八 産前産後休業を終了する年月日（以下「産前産後休業終了予定日」という。） 

２ 前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康

保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第百三十五条の二第一項又は船

員保険法施行規則第百六十一条の二第一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うもの

とする。 
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３ 法第八十一条の二の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、

第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該被保険者が産前産後休業終了予定日の前日ま

でに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。 

４ 第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第二項中「第百三十五条の二

第一項」とあるのは「第百三十五条の二第二項」と、「第百六十一条の二第一項」とあるのは「第百六

十一条の二第二項」と読み替えるものとする。 

 

 

 

【育児休業等関係】 

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法

律第七十六号）抄 

 

（定義） 

第二条 この法律（第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七並びに第六十一条第三十三項及び第三

十六項を除く。）において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 育児休業 労働者（日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条か

ら第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八

条、第二十九条並びに第十一章において同じ。）が、次章に定めるところにより、その子（民法（明

治二十九年法律第八十九号）第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間にお

ける同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審

判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該労働者が現に監護するもの、児童福祉

法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号

に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として

厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号

及び第六十一条第三項（同条第六項において準用する場合を含む。）を除き、以下同じ。）を養育す

るためにする休業をいう。 

 二～五 略 

 

第二章 育児休業 

（育児休業の申出） 

第五条 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児

休業（第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。）

をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月

に達する日までに、その労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項、

第九条の二第一項及び第十一条第一項において同じ。）が満了することが明らかでない者に限り、当

該申出をすることができる。 

２ 略 

３ 労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該

当する場合（厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第二号に該当する場合）に限り、そ

の事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者

（当該子の一歳到達日において育児休業をしている者であって、その翌日を第六項に規定する育児休

業開始予定日とする申出をするものを除く。）にあっては、当該子が一歳六か月に達する日までに、そ

の労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。 

一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休

業をしている場合 

二 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められ

る場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合 
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三 当該子の一歳到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがな

い場合 

４ 労働者は、その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該

当する場合（前項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第二号に該当する場合）に限

り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 

一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日（以

下「一歳六か月到達日」という。）において育児休業をしている場合 

二 当該子の一歳六か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認

められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合 

三 当該子の一歳六か月到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたこ

とがない場合 

５ 略 

６ 第一項、第三項及び第四項の規定による申出（以下「育児休業申出」という。）は、厚生労働省令で

定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日（以下「育

児休業開始予定日」という。）及び末日（以下「育児休業終了予定日」という。）とする日を明らかに

して、しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる申出にあっては、第三項の厚生労

働省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該各号に定める日を育児休業開始予定日としなけれ

ばならない。 

一 第三項の規定による申出 当該申出に係る子の一歳到達日の翌日（当該申出をする労働者の配偶

者が同項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定

日の翌日以前の日） 

二 第四項の規定による申出 当該申出に係る子の一歳六か月到達日の翌日（当該申出をする労働者

の配偶者が同項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終

了予定日の翌日以前の日） 

７ 略 

 

（育児休業申出があった場合における事業主の義務等） 

第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができな

い。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があ

るときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の

過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができない

ものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。 

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 

二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由

があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 

２ 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第一項、第三

項及び第四項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。 

３ 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開

始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月（前条第三項の規定によ

る申出（当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る。）又は同

条第四項の規定による申出（当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳六か月到達日以前の日で

あるものに限る。）にあっては二週間）を経過する日（以下この項において「一月等経過日」という。）

前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から

当該一月等経過日（当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の

厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該一月等経過日前の日で厚生労働省令で定め

る日）までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。 

４ 略 
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（育児休業期間） 

第九条 育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間（以下「育児休業

期間」という。）は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日（第七条第三

項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予

定日とされた日。次項において同じ。）までの間とする。 

２・３ 略 

 

（出生時育児休業の申出） 

第九条の二 労働者は、その養育する子について、その事業主に申し出ることにより、出生時育児休業

（育児休業のうち、この条から第九条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して八

週間を経過する日の翌日まで（出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当

該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場

合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。

次項第一号において同じ。）の期間内に四週間以内の期間を定めてする休業をいう。以下同じ。）をす

ることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子の出生の日（出産

予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日）から起算して八週間を経過する日の

翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出

をすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子について次の各号のいずれかに該当する場合

には、当該子については、同項の規定による申出をすることができない。 

一 当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間（当該子を養育していない

期間を除く。）内に二回の出生時育児休業（第四項に規定する出生時育児休業申出によりする出生

時育児休業を除く。）をした場合 

二 当該子の出生の日（出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日）以後に

出生時育児休業をする日数（出生時育児休業を開始する日から出生時育児休業を終了する日までの

日数とする。第九条の五第六項第三号において同じ。）が二十八日に達している場合 

３ 第一項の規定による申出（以下「出生時育児休業申出」という。）は、厚生労働省令で定めるところ

により、その期間中は出生時育児休業をすることとする一の期間について、その初日（以下「出生時

育児休業開始予定日」という。）及び末日（以下「出生時育児休業終了予定日」という。）とする日を

明らかにして、しなければならない。 

４ 第一項ただし書及び第二項（第二号を除く。）の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その

締結する労働契約の期間の末日を出生時育児休業終了予定日（第九条の四において準用する第七条第

三項の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時

育児休業終了予定日とされた日）とする出生時育児休業をしているものが、当該出生時育児休業に係

る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を出生時育児休業開

始予定日とする出生時育児休業申出をする場合には、これを適用しない。 

 

（所定労働時間の短縮措置等） 

第二十三条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって

育児休業をしていないもの（一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除

く。）に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮する

ことにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置（以下この条及び

第二十四条第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。）を講じなければ

ならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組

合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労

働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時

間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。 

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 
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二 前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることにつ

いて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働

時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者 

２ 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であ

ってその三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じな

いこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基

づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働さ

せることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置（第二十四

条第一項において「始業時刻変更等の措置」という。）を講じなければならない。 

３・４ 略 

 

（小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置） 

第二十四条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育す

る労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇（子

の看護休暇、介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを

除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。）を与えるための措

置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

一 その一歳（当該労働者が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳

六か月、当該労働者が同条第四項の規定による申出をすることができる場合にあっては二歳。次号

において同じ。）に満たない子を養育する労働者（第二十三条第二項に規定する労働者を除く。同号

において同じ。）で育児休業をしていないもの 始業時刻変更等の措置 

二 その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変

更等の措置 

三 その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度、第

十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、育児のための所定労働時間の短縮措置又

は始業時刻変更等の措置 

２ 略 

 

 

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則（平

成三年労働省令第二十五号）抄 

 

（法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合） 

第六条 法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 

一 法第五条第三項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っ

ているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 

二 常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であっ

て当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが

次のいずれかに該当した場合 

イ 死亡したとき。 

ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項の申出に係る子を養育する

ことが困難な状態になったとき。 

ハ 婚姻の解消その他の事情により常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行ってい

る当該子の親である配偶者が法第五条第三項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。 

ニ 六週間（多胎妊娠の場合にあっては、十四週間）以内に出産する予定であるか又は産後八週間

を経過しないとき。 
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三 前条の規定により読み替えて準用する第五条第一号から第三号までに掲げる場合に該当した場

合 

 

（法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合） 

第六条の二 前条の規定は、法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合について準用する。こ

の場合において、同条中「一歳に達する日」とあるのは「一歳六か月に達する日」と読み替えるもの

とする。 

 

（育児休業申出の方法等） 

第七条 法第五条第六項の育児休業申出（以下「育児休業申出」という。）は、次に掲げる事項（同条第

七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。）を事業主に申し出

ることによって行わなければならない。 

一 育児休業申出の年月日 

二 育児休業申出をする労働者の氏名 

三 育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等（育児休業申出に係る子が

当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予

定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。民法第八百十七条の二第一項の規定に

より特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七条第一項第三号

の規定により養子縁組里親として委託されている場合又は第一条第一項に該当する場合（以下「特

別養子縁組の請求等の場合」という。）にあっては、その事実。） 

四 育児休業申出に係る期間の初日（以下「育児休業開始予定日」という。）及び末日（以下「育児休

業終了予定日」という。）とする日 

四の二 育児休業申出に係る子について、既にした育児休業申出がある場合にあっては、当該育児休

業申出に係る育児休業期間 

四の三～十二 略 

２ 育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法（第二号及び第三号に掲げる場合にあって

は、事業主が適当と認める場合に限る。）によって行わなければならない。 

一 書面を提出する方法 

二 ファクシミリを利用して送信する方法 

三 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信（電

気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電

子メール等」という。）の送信の方法（労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力すること

により書面を作成することができるものに限る。） 

３ 略 

４ 事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければなら

ない。 

一 育児休業申出を受けた旨 

二 育児休業開始予定日（法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指

定する日）及び育児休業終了予定日 

三 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由 

５ 前項の通知は、次のいずれかの方法（第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望す

る場合に限る。）により行わなければならない。 

一 書面を交付する方法 

二 ファクシミリを利用して送信する方法 

三 電子メール等の送信の方法（当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を

作成することができるものに限る。） 

６～８ 略 
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（出生時育児休業申出の方法等） 

第二十一条の二 法第九条の二第三項の出生時育児休業申出（以下「出生時育児休業申出」という。）は、

次に掲げる事項（同条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に

限る。）を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 

一 出生時育児休業申出の年月日 

二 出生時育児休業申出をする労働者の氏名 

三 出生時育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等（出生時育児休業申

出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業

申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁

組の請求等の場合にあっては、その事実。） 

四 出生時育児休業申出に係る期間の初日（第二十一条の八及び第二十一条の十七第三号において

「出生時育児休業開始予定日」という。）及び末日（第二十一条の十二及び第二十一条の十七第三号

において「出生時育児休業終了予定日」という。）とする日 

五 出生時育児休業申出をする労働者が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の

日から起算して八週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当

該労働者との続柄（特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。） 

六 出生時育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日 

七 第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実 

２ 第七条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。この場合において、

同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、同条第七項中「第一項第

三号若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは「第一項第三号若しくは第七号」と、「第五条第七

項」とあるのは「第九条の二第四項」と読み替えるものとする。 

 

 

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行につい

て（令和 7 年 2 月 5 日職発 0205 第 4 号、雇均発 0205 第 2 号都道府県労働局長あて厚生

労働省職業安定局長、厚生労働省雇用環境・均等局長）抄 

 

第１ 総則（法第１章） 

２ 定義（法第２条） 

(1) 育児休業（法第２条第１号） 

労働者が、法第２章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいうものとする

こと。この場合において、日々雇用される者は、育児を理由とする雇用の中断を防ぎ、その継続を

図ることを目的としている育児休業の性質になじまない雇用形態の労働者であることから、対象と

なる労働者から除くこととしたものであること。なお、法第９条の７における育児休業の定義は、

同条に定めるところによるものであること。 

イ 「労働者」とは、労働基準法（昭和 22年法律第 49号）第９条に規定する「労働者」と同義であ

り、同居の親族のみを雇う事業に雇用される者及び家事使用人は除外するものであること。 

ロ～ホ 略 

 

 

○国会職員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百八号）抄 

 

（育児休業の承認） 

第三条 国会職員（第十九条第二項に規定する任期付短時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職

員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員

を除く。）は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子（民法（明治二十九年法律第八十九号）第八

百十七条の二第一項の規定により国会職員が当該国会職員との間における同項に規定する特別養子
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縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している

場合に限る。）であって、当該国会職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十

四号）第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である国

会職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として両議院の議長が協議して定める者を含

む。以下同じ。）を養育するため、当該子が三歳に達する日（常時勤務することを要しない国会職員に

あっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で両議院

の議長が協議して定める日（当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として両議院

の議長が協議して定める場合に該当するときは、二歳に達する日））まで、育児休業をすることができ

る。ただし、当該子について、既に二回の育児休業（次に掲げる育児休業を除く。）をしたことがある

ときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。 

一 子の出生の日から国会職員が出産した場合における国会職員法第二十四条の二の規定による休

暇の期間を考慮して両議院の議長が協議して定める期間内に、国会職員（当該期間内に当該休暇に

より勤務しない国会職員を除く。）が当該子についてする育児休業（次号に掲げる育児休業を除く。）

のうち最初のもの及び二回目のもの 

二 任期を定めて採用された国会職員がその任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休

業（当該国会職員が、その任期を更新され、又はその任期の満了後引き続いて本属長を同じくする

職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、その更新前の任期の末日の翌日又は

その採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。） 

２ 育児休業の承認を受けようとする国会職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明ら

かにして、本属長に対し、その承認を請求するものとする。 

３ 本属長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした国

会職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなけ

ればならない。 

 

 

○国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）抄 

 

（育児休業の承認） 

第三条 職員（第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他そ

の任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。）は、任命権者の承認を

受けて、当該職員の子（民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百十七条の二第一項の規定により

職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した

者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監

護するもの、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項第三号の規定により同

法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ず

る者として人事院規則で定める者を含む。以下同じ。）を養育するため、当該子が三歳に達する日（常

時勤務することを要しない職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六

か月に達する日までの間で人事院規則で定める日（当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認めら

れる場合として人事院規則で定める場合に該当するときは、二歳に達する日））まで、育児休業をする

ことができる。ただし、当該子について、既に二回の育児休業（次に掲げる育児休業を除く。）をした

ことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。 

一 子の出生の日から勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しない

ことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条の規定により人

事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に、職員（当該期間内に当該休暇又は

これに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇により勤

務しない職員を除く。）が当該子についてする育児休業（次号に掲げる育児休業を除く。）のうち最

初のもの及び二回目のもの 

二 任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業（当
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該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする官職に採

用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採

用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。） 

２・３ 略 

 

第二十七条 この法律（第二条、第七条第六項、第十六条から第十九条まで、第二十四条及び第二十五

条を除く。）の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。

この場合において、これらの規定（第三条第一項第一号を除く。）中「人事院規則」とあるのは「政令」

と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句に読み替えるものとする。 

  表 略 

２ 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかに

して、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。 

３ 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした

職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなけれ

ばならない。 

 

 

○裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）抄 

 

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験、任免、給与、人事評価、能率、分限、懲戒、

保障、服務、退職管理及び退職年金制度に関する事項については、他の法律に特別の定めのあるものを

除くほか、当分の間、次に掲げる法律の規定を準用する。この場合において、これらの法律の規定（中

略）中（中略）「人事院規則」、「政令」又は「命令」とあるのは「最高裁判所規則」と（中略）読み替え

るものとする。 

一～六 略 

七 国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号） 

八～十 略 

 

 

○地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）抄 

 

（育児休業の承認） 

第二条 職員（第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用

される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。）は、任命

権者（地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。）の

承認を受けて、当該職員の子（民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百十七条の二第一項の規定

により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請

求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が

現に監護するもの、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項第三号の規定に

より同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これら

に準ずる者として条例で定める者を含む。以下同じ。）を養育するため、当該子が三歳に達する日（非

常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの

間で条例で定める日（当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める

場合に該当するときは、二歳に達する日））まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子につ

いて、既に二回の育児休業（次に掲げる育児休業を除く。）をしたことがあるときは、条例で定める特

別の事情がある場合を除き、この限りでない。 

一 子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号。以下「国家公
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務員育児休業法」という。）第三条第一項第一号の規定により人事院規則で定める期間を基準とし

て条例で定める期間内に、職員（当該期間内に労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第六十

五条第二項の規定により勤務しない職員を除く。）が当該子についてする育児休業（次号に掲げる

育児休業を除く。）のうち最初のもの及び二回目のもの 

二 任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業（当

該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用

されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用

の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。） 

２ 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかに

して、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。 

３ 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした

職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなけれ

ばならない。 

 

 

○裁判官の育児休業に関する法律（平成三年法律第百十一号）抄 

 

（育児休業の承認） 

第二条 裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児休業（裁判官が、この法律の定めるところにより、

その三歳に満たない子（民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百十七条の二第一項の規定により

裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求

した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該裁判官が

現に監護するもの、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項第三号の規定に

より同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である裁判官に委託されている児童その他これ

らに準ずる者として最高裁判所規則で定める者を含む。以下同じ。）を養育するため、その子が三歳に

達するまでの期間内において、職務に従事しないことをいう。以下同じ。）をすることができる。ただ

し、育児休業の承認の請求に係る子について既に二回の育児休業（当該子の出生の日から裁判官が産

後の休業をすることができる期間を考慮して最高裁判所規則で定める期間内に、裁判官（当該期間内

に当該子の出産により産後の休業をした裁判官を除く。）が当該子についてした最初の育児休業及び

二回目の育児休業を除く。）をしたことがある場合（最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合

を除く。）は、この限りでない。 

２ 育児休業の承認を受けようとする裁判官は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らか

にして、最高裁判所に対し、その承認を請求するものとする。 

３ 最高裁判所は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をし

た裁判官の事務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しな

ければならない。 

 
 
 

【労働基準法関係】 

○労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）抄 

 

（定義） 

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所（以下「事業」という。）に

使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 

 

（適用除外） 

第百十六条 略 

２ この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。 
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○「同居の親族のうちの労働者の範囲」（昭和 54年 4月 2日基発第 153号）抄 

 

同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者に

は該当しないが、 同居の親族であつても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一

般事務又は現場作業等に従事し、かつ、 次の(一)及び(二)の条件を満たすものについては、一般に私

生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立していると見られるので、 労働基準法上

の労働者として取り扱うものとする。 

(一) 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従つていることが明確であること。 

(二) 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われてい

ること。 特に、①始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び②賃金の決定、計算及び支払

の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、 就業規則その他これに準ずるものに定めると

ころにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。 

 

 

 

【雇用保険法関係】 

○雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）抄 

 

（定義） 

第四条 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲

げる者以外のものをいう。 

２～５ 略 

 

（適用事業） 

第五条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。 

２ 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律

（昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。）の定めるところによる。 

 

（適用除外） 

第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。 

一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者（第三十七条の五第一項の規定による申出をして

高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規

定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。） 

二 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者（前二月の各

月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとし

た場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該

当するものに該当することとなる者を除く。） 

三 季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの 

四 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学

校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者 

五 船員法（昭和二十二年法律第百号）第一条に規定する船員（船員職業安定法（昭和二十三年法律

第百三十号）第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる

者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法（昭和五十二年法律第九十六号）第十四条第一項の規

定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。）で

あつて、漁船（政令で定めるものに限る。）に乗り組むため雇用される者（一年を通じて船員として

適用事業に雇用される場合を除く。） 
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六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、

他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給

付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの 

 

（被保険者に関する届出） 

第七条 事業主（徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつて

は、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を

雇用する下請負人。以下同じ。）は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、

当該事業主の行う適用事業（同条第一項又は第二項の規定により数次の請負によつて行われる事業が

一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外

の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。）に係る被保険者となつたこと、当

該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生

労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に

規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第三項に規定する労働

保険事務組合（以下「労働保険事務組合」という。）についても、同様とする。 

 

（確認） 

第九条 厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、

労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 

２ 略 

 

（育児休業給付） 

第六十一条の六 育児休業給付は、育児休業給付金及び出生時育児休業給付金とする。 

２ 第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業給付について準用する。 

 

（育児休業給付金） 

第六十一条の七 育児休業給付金は、被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。

以下この条及び次条において同じ。）が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子

（民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険

者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に

係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であつて、当該被保険者が現に監護するも

の、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条

の四第二号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びその他これらに準ず

る者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。

以下この章において同じ。）（その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続の

ために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳

六か月に満たない子（その子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続の

ために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、二歳

に満たない子））を養育するための休業（以下この章において「育児休業」という。）をした場合にお

いて、当該育児休業（当該子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業と

する。以下この項及び第三項において同じ。）を開始した日前二年間（当該育児休業を開始した日前二

年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けるこ

とができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数

を二年に加算した期間（その期間が四年を超えるときは、四年間））に、みなし被保険者期間が通算し

て十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 

２ 被保険者が育児休業についてこの章の定めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことが

ある場合において、当該被保険者が同一の子について三回以上の育児休業（厚生労働省令で定める場

合に該当するものを除く。）をした場合における三回目以後の育児休業については、前項の規定にか
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かわらず、育児休業給付金は、支給しない。 

３～５ 略 

６ 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被

保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る育児休業（同一の子につい

て二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。）を開始した日の前日を受給

資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に

相当する額（以下この項及び次項において「休業開始時賃金日額」という。）に次の各号に掲げる支給

単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数（同項において「支給日数」という。）を乗じて得た額

の百分の五十（当該育児休業（同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の

育児休業とする。）を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して百

八十日に達するまでの間に限り、百分の六十七）に相当する額（支給単位期間に当該育児休業給付金

の支給に係る休業日数の百八十日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該

休業開始応当日から当該休業日数の百八十日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の百分の六十

七に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の百八十一日目に当たる日から育児休業を終

了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の百分の五

十に相当する額を加えて得た額）とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三

項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第

二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。 

一 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日 

二 育児休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該育児休業を開始

した日又は休業開始応当日から当該育児休業を終了した日までの日数 

７ 前項の規定にかかわらず、育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給

単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付

金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額

以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当

該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業給付金の額とする。この場合にお

いて、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上

であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休

業給付金は、支給しない。 

８・９ 略 

 

（権限の委任） 

第八十一条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部

を都道府県労働局長に委任することができる。 

２ 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公

共職業安定所長に委任することができる。 

 

 
○業務取扱要領 20001－23600 雇用保険適用関係（厚生労働省職業安定局雇用保険課）抄 

 

20301-20350 第３ 被保険者 

20351－20400 2 被保険者の範囲に関する具体例 

20351（1）労働者性の判断を要する場合 

法は適用事業に雇用される労働者を被保険者としている（法第 4 条）。このため、雇用される労働者

に該当しない場合には、被保険者とならない。労働者性の判断を要する場合の具体例は次のとおり。 

以下略 
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【国民年金法関係】 

○国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）抄 

 

（被保険者の資格） 

第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 

一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当

しないもの（厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）に基づく老齢を支給事由とする年

金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの（以下「

厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。）を受けることができる者その他この法律の適用を

除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第一号被保険者」

という。） 

二 厚生年金保険の被保険者（以下「第二号被保険者」という。） 

三 第二号被保険者の配偶者（日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他

の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると

認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。）であつて主として第二号被保険者の収入に

より生計を維持するもの（第二号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理

由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。）のうち二十歳

以上六十歳未満のもの（以下「第三号被保険者」という。） 

２・３ 略 

 

（保険料） 

第八十七条 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。 

２ 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 

３ 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定

率を乗じて得た額（その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満

の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。）とする。 

略 略 

令和元年以後の年度に属する月の月分 一万七千円 

４ 平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。 

５ 第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得

た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。 

一 当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々

年の物価指数の比率 

二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率 

イ 当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被

保険者に係る標準報酬平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属

する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率 

ロ 当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する

年の三年前の年における物価指数の比率 

６ 前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。 

 

（保険料の納付義務） 

第八十八条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。 

２ 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 

３ 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 

 

第八十八条の二 被保険者は、出産の予定日（厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百
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六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。）の属する月（以下この条において

「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合においては、三月前）から出産予定月の翌々月まで

の期間に係る保険料は、納付することを要しない。 

 

【令和 8年 10月 1日 施行 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和六年法律第四十七

号）による新規規定 抄】 

第八十八条の三 前条の規定の適用を受けた被保険者が同条の出産に係る子を養育する場合におい

ては、当該被保険者は、当該出産予定日から起算して三月を経過した日の属する月から当該出産予

定日から起算して十二月を経過した日（当該日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被

保険者が当該子を養育しないこととなつた事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、

当該事由が生じた日の翌日）が属する月の前月までの期間（当該子以外の子に係る同条の規定の適

用を受ける期間を除く。）に係る保険料は、納付することを要しない。 

２ 被保険者（前項に規定する被保険者を除く。）は、その子（民法（明治二十九年法律第八十九号）

第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特

別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属

している場合に限る。）であつて当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法（昭和二十二年法律

第百六十四号）第二十七条第一項（第三号に係る部分に限る。）の規定により同法第六条の四第二号

に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びこれらの被保険者に準ずる者

として厚生労働省令で定める被保険者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を

含む。以下この項、第百六条第一項及び第百八条第二項において同じ。）を養育することとなつた日

の属する月から当該子が一歳に達する日（当該子が一歳に達する日の前日までに、当該子が死亡し

たときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつた事由として厚生労働省令で定める

事由が生じたときは、当該事由が生じた日）の翌日が属する月の前月までの期間（当該子以外の子

に係る前条の規定の適用を受ける期間を除く。）に係る保険料は、納付することを要しない。 

３ 前二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に相当する額については、政令

で定めるところにより、子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）の規定により政府

が徴収する子ども・子育て支援納付金により補塡するものとする。 

附 則 

（保険料の免除に要する費用の財源の特例） 

第九条の二の六 令和八年度から令和十年度までの間における第八十八条の三第三項の規定の適用

については、同項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「子ども・子育て支援納付金及び同

法第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。 

 

（保険料の納期限） 

第九十一条 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。 

 

（第二号被保険者及び第三号被保険者に係る特例） 

第九十四条の六 第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定にかかわらず、第二号被

保険者としての被保険者期間及び第三号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料

を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。 

 

 

○国民年金法による改定率の改定等に関する政令（平成十七年政令第九十二号）抄 

 

（令和七年度及び令和八年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率の改定） 

第二条 令和七年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、一・〇三〇とする。 

２ 令和八年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、一・〇五四とする。 
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【その他】 

○行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）抄 

 

（目的等） 

第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が

簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定

めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的

とする。 

２ 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為（以下単に「処分」という。）に関する不服申立て

については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 

 

（処分についての審査請求） 

第二条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求

をすることができる。 
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S3年

※必ず共通記載欄も記入してください。

「育児休業等開始年月日」と「育児休業等終了（予定）年月日の翌日」が同月内、かつ複数回育児休業等を取得する場合　※必ず共通記載欄も記入してください。

日

育児休業等

終了年月日

変更後の

育児休業等

取得日数

⑲

変更後の

育児休業等

取得日数

⑱

⑯ 日⑰

育児休業等終了

（予定）年月日

（変更後）

終了予定日を延長する場合　

日

4
㉜

9.令和
年

育児休業等

取得日数

育児休業等

終了（予定）年月日

㉟
育児休業等

終了（予定）年月日

日

育児休業等

開始年月日

月 日 ㉝

9.令和
年

育児休業等

取得日数

月 日

就業予定日数

㉞ 日

就業予定日数

年 月 日 ㉚月 日 ㉙

9.令和

就業予定日数

3

㉘

9.令和
年

育児休業等

取得日数

日 ㉛ 日

育児休業等

開始年月日

月 日 ㉖日 ㉕

9.令和
年

育児休業等

終了（予定）年月日

就業予定日数

2

㉔

9.令和
年 月

育児休業等

取得日数

日 ㉗ 日

育児休業等

開始年月日

㉓ 日

育児休業等

開始年月日

月 日 ㉒ 日日 ㉑

9.令和
年

育児休業等

終了（予定）年月日

1
⑳

9.令和
年 月

月

9.令和

年 月

※必ず共通記載欄も記入してください。

9.令和

9.令和

年 日月

年

予定より早く育児休業を終了した場合　

⑮

備　　考　　　□　該当　　　　

月 日日 ⑪ 年

育 児 休 業 等
9.令和

 終了（予定)

年月日

⑩

 2.その他
※　「2.その他」の場合は、⑨養育開始年月日 （実子以外）

（実子以外）も記入してください。

育児休業等

開始年月日

月 日

区　　分

養育開始年月日

⑧
 1.実子

⑨

9.令和

年

子の氏名 生年月日

日

養育する  （氏） （名） 養育する子の

⑥ ⑦

9.令和

年

年 月 日 ⑤

月

① ②

被保険者 個 人 番 号

整理番号 [基礎年金番号]

③

 2. 女

被保険者

ー

電話番号 ( )

社会保険労務士記載欄

事業主

氏　名

　　　　　氏　　　名　　　等

年 月 日提出

事 業 所

整理記号

事業所

名　称

ー

事業所

所在地

 届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。

〒

④
 5.昭和
 7.平成
 9.令和

健　康　保　険

厚生年金保険

育児休業等取得者
申出書(新規・延長)/終了届

新規申出の場合は共通記載欄に必要項目を記入してください。

氏　　　名 生年月日 性 別

 1. 男
被保険者  （氏） （名） 被保険者

令和

延長・終了の場合は、共通記載欄に育児休業取得時に提出いただいた内容を記入のうえ、Ａ.延長　Ｂ.終了の必要項目を記入してください。

　≪「⑩育児休業等開始年月日」と「⑪育児休業等終了（予定）年月日の翌日」が同月内の場合≫

　　・共通記載欄の⑫育児休業等取得日数欄と⑬就業予定日数欄を必ず記入してください。
　　・同月内に複数回の育児休業を取得した場合は、⑩育児休業等開始年月日欄に、初回の育児休業等開始年月日を、
　　 ⑪育児休業等終了予定年月日欄に最終回の育児休業等終了予定年月日を記入のうえ、C.育休等取得内訳を記入してください。

※延長後の「⑯育児休業等終了（予定）年

月日の翌日」が「⑩育児休業開始年月日」と

同月内の場合は、⑰変更後の育児休業等取

得日数欄も記入してください。

※「⑱育児休業等終了年月日の翌日」が「⑩

育児休業等開始年月日」と同月内の場合は、

⑲変更後の育児休業等取得日数欄も記入し

てください。

就業予定日数
※「育児休業等開始年月日」と「育児休業等終了（予

定）年月日の翌日」が同月内の場合のみ記入してください。

⑬

育児休業等取得日数
※「育児休業等開始年月日」と「育児休業等終了（予

定）年月日の翌日」が同月内の場合のみ記入してください。

⑫
パパママ育休プラス該当区分

※パパママ育休プラスに該当する場合　☑　してください。

⑭日日

提

出

者

記

入

欄

受付印

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

共

通

記

載

欄

（
新

規

申

出

）

A.

延

長

B.

終

了

C.

育

休

等

取

得

内

訳

2 2 6 3

様式コード
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・

・

・この申出は、育児休業等開始年月日から、育児休業等終了後１月以内（例：終了日が3月31日の場合は4月30日まで）の間に提出してください。

・

・

・

: 事業所整理記号は下図を参照し、新規適用時または名称･所在地変更時に付された記号を記入してください。

＜共通記載欄＞　　①～⑪は必ず記入してください。⑫～⑭は該当する場合は必ず記入してください。

: 資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号を、必ず記入してください。

:

: 氏名は住民票に登録されているものと同じ氏名を記入してください。フリガナはカタカナで正確に記入してください。

: 被保険者生年月日欄の年号は該当する番号を〇で囲んでください。

生年月日は右図を参照し記入してください。

: 被保険者の実子である場合は 「1.実子」 を〇で囲んでください。
被保険者の養子である場合は 「2.その他」 を〇で囲んでください。

:  「⑧区分」 で 「2.その他」 を選択された場合に、その養子である子の養育を開始した日付を記入してください。

: 被保険者が養育のために休業する期間を記入してください。
被保険者が女性で実子を養育する場合は、もっとも早い育児休業等開始年月日は原則として、子の生年月日の翌日から起算し　
て57日目となります。
養子を養育する場合は、養育開始年月日を記入してください。

 「A.延長」 「B.終了」 の届出をされる場合は、当該延長または終了にかかる育児休業等の申出時の開始年月日を記入してください。

: 育児休業等終了（予定）年月日を記入してください。なお、育児休業等の取得区分に応じて、1歳（パパママ育休プラスに該当する
場合は1歳2か月）、1歳6か月、2歳、3歳に到達する日以前の日付を記入してください。

育児休業等終了（予定）年月日に引き続き、別の取得区分の育児休業等を取得する場合には、延長届として提出してください。

 「A.延長」 「B.終了」 の届出をされる場合は、育児休業等の申出時の育児休業等終了（予定）年月日（本申出の前に延長の申出をして
いるときは、延長後の育児休業等終了（予定）年月日）を記入してください。を記入してください。

:

:

: パパママ育休プラスに該当する場合は、チェックをしてください。
パパママ育休プラスとは、父母ともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を子が1歳から1歳2か月に達するまでに
延長する制度です。なお、父母1人ずつが取得できる休業期間（母親の産後休業期間を含む。）の上限は1年間となります。

: 変更後の終了予定年月日を記入してください。今回延長申請する育児休業等の取得区分に応じて、1歳（パパママ育休

プラスに該当する場合は1歳2か月）、1歳6か月、2歳、3歳に到達する日以前の日付を記入してください。

: 実際に育児休業等を終了した日付を記入してください。
育児休業等取得申出の際に記入した終了予定年月日と実際の終了年月日が同日の場合や、育児休業に引き続く『産前産
後休業取得申出書』 を提出する場合には、育児休業等終了届の提出は必要ありません。

＜C.育休等取得内訳＞ 「育児休業等開始年月日」と「育児休業等終了（予定）年月日の翌日」が同月内で、かつ複数回に分割して取得する場合のみ記入してください。

⑳㉔㉘㉜育児休業等開始年月日 : 「⑩育児休業等開始年月日」を参照してください。

: 「⑪育児休業等終了（予定）年月日」を参照してください。

: 「⑫育児休業等取得日数」を参照してください。

: 「⑬就業予定日数」を参照してください。

・

・

・

育児休業等開始年月日の属する月と育児休業等終了年月日の翌日が属する月が同一の場合には、当該月内で合計14日間以上の育児休業等を
取得しているときに限り、その月の標準報酬月額にかかる保険料が免除となります。

本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。基礎年金番号を記入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載されてい
る10桁の番号を左詰めで記入してください。 （基礎年金番号）

①被保険者整理番号

記入方法

事業所
整理記号 ロ

0

5.昭和
7.平成
9.令和

同月内であって、「出生時育児休業」ではない場合には、「0日」と記入してください。　なお、就業予定期間を時間単位で定めた
場合は、期間内の就業予定時間数を一日の所定労働時間数で除した数（小数点以下切り捨て）を記入してください。

「育児休業等開始年月日」から「育児休業等終了（予定）年月日」までの日数（出生時育児休業にあっては「就業予定日数」を差
し引いた日数）を記入してください。

年 月

3 0

日

⑯育児休業等終了（予定）年月日（変更後）

⑪育児休業等終了（予定）年月日

⑧区分

＜A.延長＞

⑫育児休業等取得日数

　育児休業等取得者申出書の期間を延長される場合は、共通記載欄①～⑭を記入のうえ、⑯を記入してください。
⑫、⑬及び⑰は同月内の育児休業等の場合のみ記入してください。この場合でも⑳～㉞の記入は不要です。

56 3

⑬就業予定日数

この申出書は、　「1歳未満の子を養育するための育児休業」（「出生時育児休業」を含む）、　「保育所待機等の特別な事情がある場合の

1歳から1歳6か月に達するまでの育児休業」、　「保育所待機等の特別な事情がある場合の1歳6か月から2歳に達するまでの育児休業」 、

ハ

 「1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業に準ずる休業」を取得した場合に提出していただくものです。

—1

提出者記入欄

イ0

標準報酬月額にかかる保険料が免除となるのは、原則、育児休業等開始年月日の属する月分から、育児休業等終了年月日の翌日の属する月の
前月分までとなります。

この申出により保険料の免除を受けられる期間は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休
業等期間に限ります。原則、事業主等は労働者にあたらず、この法律に基づく育児休業等は取得できないため、申出はできません。

「出生時育児休業」とは、子の出生後8週間のうち最大4週間について、取得することができるものです。「出生時育児休業」においては、労使で事
前調整したうえで休業期間中に就業することを可能としており、その就業する予定の日数を「就業予定日数」といいます。

育児休業等開始年月日から1月を超える育児休業等を取得した場合に限り、育児休業等開始年月日の属する月から育児休業等終了年月日の翌
日が属する月の前月までに支払われた賞与にかかる保険料が免除されます。

⑨養育開始年月日（実子以外）

⑩育児休業等開始年月日

※

②個人番号

③被保険者氏名
⑥養育する子の氏名

④被保険者生年月日
⑦養育する子の生年月日

⑭パパママ育休プラス該当区分　

原則、育児休業等終了日の翌日が属する月分から保険料が発生します。育児休業等終了後に受ける報酬が、従前の標準報酬月額と比較して変動が
あった場合は、 『育児休業等終了時報酬月額変更届』   『養育期間標準報酬月額特例申出書』  を提出することができます。

賞与保険料が免除される場合も、標準賞与額として決定し将来の年金額計算等に用いられるほか、健康保険の年度累計額に算入されるため、賞与
支払届の提出が必要です。

保険料の免除期間中も健康保険・厚生年金保険の被保険者資格が存続しているため、標準報酬月額に基づき、将来の年金額の計算が行われます。

　申出の際に記入された終了予定日より早く育児休業等を終了した場合は、共通記載欄①～⑭を記入のうえ、⑱を記入してください。
⑫、⑬及び⑲は同月内の育児休業等の場合のみ記入してください。この場合でも⑳～㉞の記入は不要です。

お知らせ　

㉓㉗就業予定日数

㉒㉖㉚㉞育児休業等取得日数　

㉑㉕㉙㉝育児休業等終了（予定）年月日

＜B.終了＞

⑱育児休業等終了年月日

35

雄三 中井
長方形



就
業

予
定

日
数

育
児

休
業

等
取

得
日

数

日
㉞

日
㉝

9
.令

和
年

育
児

休
業

等
終

了
（

予
定

）
年

月
日

月

4
㉜

9
.令

和
年

月

育
児

休
業

等
取

得
日

数
日

㉟
日

育
児

休
業

等
開

始
年

月
日

㉙
9
.令

和
年

育
児

休
業

等
終

了
（

予
定

）
年

月
日

就
業

予
定

日
数

日
㉚育

児
休

業
等

取
得

日
数

就
業

予
定

日
数

㉛
日

日

3
㉘

9
.令

和
年

月

育
児

休
業

等
開

始
年

月
日

月
日

日
㉗

㉕
9
.令

和
年

月

育
児

休
業

等
終

了
（

予
定

）
年

月
日

日
㉖

2
㉔

9
.令

和
年

月
日

育
児

休
業

等
取

得
日

数
就

業
予

定
日

数

日

育
児

休
業

等
開

始
年

月
日

変
更

後
の

育
児

休
業

等
取

得
日

数

日

育
児

休
業

等
開

始
年

月
日

育
児

休
業

等
終

了
（

予
定

）
年

月
日

日
㉒

日
㉓

9
.令

和
年

月

「
育

児
休

業
等

開
始

年
月

日
」
と

「
育

児
休

業
等

終
了

（
予

定
）
年

月
日

の
翌

日
」
が

同
月

内
、

か
つ

複
数

回
育

児
休

業
等

を
取

得
す

る
場

合
　

※
必

ず
共

通
記

載
欄

も
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

1
⑳

9
.令

和

※
「⑱

育
児

休
業

等
終

了
年

月
日

の
翌

日
」が

「⑩
育

児
休

業
等

開
始

年
月

日
」と

同
月

内
の

場
合

は
、

⑲
変

更
後

の
育

児
休

業
等

取
得

日
数

欄
も

記
入

し
て

くだ
さい

。

⑲
日

育
児

休
業

等
終

了
年

月
日

年
月

日
㉑

日
※

延
長

後
の

「⑯
育

児
休

業
等

終
了

（
予

定
）

年
月

日
の

翌
日

」が
「⑩

育
児

休
業

開
始

年
月

日
」と

同
月

内
の

場
合

は
、⑰

変
更

後
の

育
児

休
業

等
取

得
日

数
欄

も
記

入
して

くだ
さい

。

予
定

よ
り

早
く

育
児

休
業

を
終

了
し

た
場

合
　

※
必

ず
共

通
記

載
欄

も
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

⑱

9.
令

和
年

月
日

⑰
日

変
更

後
の

育
児

休
業

等
取

得
日

数

パ
パ

マ
マ

育
休

プ
ラス

該
当

区
分

※
パ

パ
マ

マ
育

休
プ

ラス
に

該
当

す
る

場
合

　☑
　し

て
くだ

さい
。

備
　　

考
　

　
□

　
該

当

⑮

終
了

予
定

日
を

延
長

す
る

場
合

　
※

必
ず

共
通

記
載

欄
も

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

⑯

9.
令

和

年
月

⑭
育

児
休

業
等

取
得

日
数

※
「育

児
休

業
等

開
始

年
月

日
」と

「育
児

休
業

等
終

了
（

予
定

）
年

月
日

の
翌

日
」が

同
月

内
の

場
合

の
み

記
入

し
て

くだ
さい

。

就
業

予
定

日
数

※
「育

児
休

業
等

開
始

年
月

日
」と

「育
児

休
業

等
終

了
（

予
定

）
年

月
日

の
翌

日
」が

同
月

内
の

場
合

の
み

記
入

し
て

くだ
さい

。

⑫
日

⑬
日

育
児

休
業

等
終

了
（

予
定

）
年

月
日

（
変

更
後

）

区
　　

分

0
8

1
6

開
始

年
月

日
 終

了
（

予
定

)
年

月
日

月
日

育
児

休
業

等
0

5
1

0
1

日
⑪

9
.令

和

年

0
6

⑩

9
.令

和

年
月

3
育

 児
 休

 業
 等

⑧
 1

.実
子

⑨

9
.令

和

年

1
7

年
金

太
郎

子
の

氏
名

生
年

月
日

 2
.そ

の
他

※
「
2
.そ

の
他

」
の

場
合

は
、

⑨
養

育
開

始
年

月
日

（
実

子
以

外
）

（
実

子
以

外
）
も

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

月
日

養
育

開
始

年
月

日

日

養
育

す
る

（
氏

）
（
名

）
養

育
す

る
子

の
0

5
0

8

⑤

 2
. 
女

⑥
ネ
ン
キ
ン

タ
ロ
ウ

⑦

9
.令

和

年
月

1
被

保
険

者

年
金

花
子

氏
　　

　名
生

年
月

日
性

 別

 1
. 
男

被
保

険
者

 （
氏

）
（
名

）
被

保
険

者
6

1
1

1
1

1

0
7

1

年
月

日

1

新
規

申
出

の
場

合
は

共
通

記
載

欄
に

必
要

項
目

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

延
長

・
終

了
の

場
合

は
、

共
通

記
載

欄
に

育
児

休
業

取
得

時
に

提
出

い
た

だ
い

た
内

容
を

記
入

の
う

え
、

Ａ
.延

長
　

Ｂ
.終

了
の

必
要

項
目

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

　
≪

「
⑩

育
児

休
業

等
開

始
年

月
日

」
と

「
⑪

育
児

休
業

等
終

了
（
予

定
）
年

月
日

の
翌

日
」
が

同
月

内
の

場
合

≫

・
共

通
記

載
欄

の
⑫

育
児

休
業

等
取

得
日

数
欄

と
⑬

就
業

予
定

日
数

欄
を

必
ず

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
・
同

月
内

に
複

数
回

の
育

児
休

業
を

取
得

し
た

場
合

は
、

⑩
育

児
休

業
等

開
始

年
月

日
欄

に
、

初
回

の
育

児
休

業
等

開
始

年
月

日
を

、
 ⑪

育
児

休
業

等
終

了
予

定
年

月
日

欄
に

最
終

回
の

育
児

休
業

等
終

了
予

定
年

月
日

を
記

入
の

う
え

、
C

.育
休

等
取

得
内

訳
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

①

7
②

1
1

1

③
ネ
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キ
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ハ
ナ
コ

④
 5
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 7
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成
 9
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号
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礎
年

金
番

号
]

1

電
話

番
号

0
3

(
1
2
3
4

)
5
6
7
8

社
会

保
険

労
務

士
記

載
欄

代
表

取
締

役
社
長
　
健
保
　
良
一

事
業

主
氏

　名
　　

　　
　氏

　　
　名

　　
　等

事
 業

 所
整

理
記

号
0

0

8
5
0
0

東
京

都
杉

並
区
高
井
戸
3
-
2
-
1

事
業

所
名

　称
株

式
会

社
　
健
保
産
業

ー
ケ

イ
ト

事
業

所
所

在
地

 届
書

記
入

の
個

人
番

号
に

誤
りが

な
い

こと
を

確
認

しま
した

。
〒

1
6
8
ー

健
　康

　保
　険

厚
生

年
金

保
険

育
児

休
業

等
取

得
者

申
出

書
(新

規
・延

長
)/

終
了

届
令

和
5

年
1
0

月
2
0

日
提

出

提 出 者 記 入 欄

受
付

印

（
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞﾅ

）

（
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞﾅ

）

共 通 記 載 欄 （ 新 規 申 出 ） A
. 延 長 B. 終 了 C. 育 休 等 取 得 内 訳2
2

6
3

様
式

コ
ー

ド
記

入
例

育
児

休
業

等
取

得
者

申
出

書
は

、
育

児
休

業
等

期
間

中
ま

た
は

育
児

休
業

等

終
了

日
か

ら
起

算
し

て
１

月
以

内
の

期
間

に
提

出
し

て
く
だ

さ
い

。

➊
事

業
主

が
被

保
険

者
か

ら
の

申
出

を
受

け
､年

金
事

務
所

や
事

務
セ

ン
タ

ー
へ

提
出

し
た

日
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

➋
事

業
所

整
理

記
号

を
必

ず
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

➌
事

業
所

情
報

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

➍
被

保
険

者
整

理
番

号
を

必
ず

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

➎
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

や
基

礎
年

金
番

号
通

知
書

等
を

確
認

し
、

必
ず

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

➏
次

の
い

ず
れ

か
を

○
で

囲
ん

で
く
だ

さ
い

。

１
．

実
子

：
養

育
す

る
子

が
被

保
険

者
の

実
子

で
あ

る
場

合

２
．

そ
の

他
：
養

育
す

る
子

が
被

保
険

者
の

養
子

で
あ

る
場

合

➐
養

子
で

あ
る

子
の

養
育

開
始

日
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

➑
被

保
険

者
が

養
育

の
た

め
に

休
業

す
る

期
間

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

※
被

保
険

者
が

女
性

で
あ

り
、

か
つ

「
⑧

養
育

す
る

子
の

区
分

」
が

「
１

．
実

子
」
で

あ
る

場
合

、
最

も
早

い
始

期
は

、
原

則
と

し
て

子
の

生
年

月
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
5
7
日

目

に
な

り
ま

す
。

（
5
6
日

目
ま

で
は

産
後

休
業

の
た

め
、

育
児

休
業

等
期

間
に

は
当

た
り

ま
せ

ん
。

）

※
同

月
内

に
、

複
数

回
の

育
児

休
業

等
を

取
得

し
た

場
合

は
、

同
月

内
の

育
児

休
業

等
の

中
で

、
最

初
の

開
始

日
と

最
後

の
終

了
（
予

定
）
日

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

➒
育

児
休

業
等

開
始

日
が

、
育

児
休

業
等

終
了

（
予

定
）
日

の
翌

日
と

同
月

の
場

合
は

、

育
児

休
業

等
取

得
日

数
と

就
業

予
定

日
数

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

※
同

月
内

に
、

複
数

回
の

育
児

休
業

等
を

取
得

し
た

場
合

は
、

同
月

内
の

日
数

の
合

計
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

➓
パ

パ
マ

マ
育

休
プ

ラ
ス

に
該

当
す

る
場

合
は

、
チ

ェ
ッ

ク
（
☑

）
を

し
て

く
だ

さ
い

。

⓫
同

月
内

に
、

複
数

回
の

育
児

休
業

等
を

取
得

し
た

場
合

に
、

そ
れ

ぞ
れ

の
育

児
休
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音声読み上げ 文字の大きさ 標準 大 特大

Googleカスタム検索 検索

ページID：150020010-354-829-090 更新日：2023年6月1日 印刷

（1）育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等（育児休業および育児休業に準ずる休業）期間について、被保険者
は、事業主へ申し出を行い、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
（2）申し出により、健康保険・厚生年金保険の保険料は被保険者・事業主両方の負担が免除されます。
（3）この申し出は、被保険者が次のアからオの育児休業等を取得するたびに、事業主が手続きします。
また、この申し出は、育児休業等の期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中に行わなければなりません。

（4）毎月の報酬にかかる保険料免除期間は育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までです。
また、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は
免除となります（令和4年10月1日以降に開始した育児休業等に限る）。
（5）賞与にかかる保険料（育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料）についても免除されます。ただし、令和4年
10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となり
ます。

事業主の皆さまへ  育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。（PDF　2,001KB）

被保険者は、育児休業等の取得または延長について事業主へ申し出ます。申し出を受けた事業主は「育児休業等取得者申出書」を提出します。

被保険者が育児休業等を取得・延長したとき（被保険者の育児休業等期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中）

事務センターまたは管轄の年金事務所

電子申請、郵送、窓口持参（年金事務所のみ）

採用情報

外国人のみなさま／International サイトマップ

ホーム 年金の制度・手続き 申請・届出様式 年金Q&A 年金のご相談
（電話・窓口） 日本年金機構について

トップページ 年金の制度・手続き 厚生年金保険 健康保険・厚生年金保険の保険料関係 保険料の免除等（産休・育休関係）
育児休業期間中の保険料免除 従業員（健康保険・厚生年金保険の被保険者）が育児休業等を取得・延長したときの手続き

従業員（健康保険・厚生年金保険の被保険者）が育児休業等を取得・延長した
ときの手続き

1．概要

ア．1歳に満たない子を養育するための育児休業
イ．保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6カ月に達する日までの育児休業
ウ．保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業
エ．1歳（上記イの場合は1歳6カ月、上記ウの場合は2歳）から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による
休業
オ．産後休業をしていない労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得する休業（産後パパ育休）

2．手続き時期・場所および提出方法

提出時期

提出先

提出方法
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電子申請・電子媒体申請（事業主・社会保険事務担当の方）

電子申請・電子媒体申請　お問い合わせ先

育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき

健康保険・厚生年金保険　育児休業等取得者申出書（エクセル）

※ご利用の端末の設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただき
ますようお願いします。

無し

（1）「育児休業等取得者申出書」により保険料の免除を受けられる期間は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す
る法律」に基づく育児休業等期間に限ります。
通常、事業主等は労働者にあたらず、この法律に基づく育児休業等は取得できないため、当該申し出は行えません。
（2）被保険者の育児休業等期間が予定日前に終了した場合、事業主は「育児休業等取得者終了届」を日本年金機構へ提出します。
（3）「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正により、平成29年1月1日から以下の子についても育
児休業等の保険料免除の対象に追加されました。

子育て支援制度の各種手続き（概要）（PDF）

従業員（健康保険・厚生年金保険の被保険者）の育児休業等が終了したときの手続き

育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します（厚生労働省パンフレット）（PDF）

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC（旧Adobe
Reader）が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードでき
ます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

3．届書様式・添付書類

届書様式

添付書類

4．留意事項

特別養子縁組の監護期間にある子（監護期間中の子）
養子縁組里親に委託されている要保護児童（要保護児童）

5．参考情報

「育児休業期間中の保険料免除」のページ一覧

従業員（健康保険・厚生年金保険の被保険
者）が育児休業等を取得・延長したときの手
続き

従業員（健康保険・厚生年金保険の被保険
者）の育児休業等が終了したときの手続き

育児休業等終了時報酬月額変更届の提出

年金のことをしらべる

利用者別ガイド シーン別ガイド ねんきんネット

年金用語集 パンフレット 通知書の見方を調べる

年金の制度・手続き

利用者別ガイド

申請・届出様式

申請・届出様式（国民年
金）

年金Q&A

シーン別Q&A

年金のご相談（電話・
窓口）

日本年金機構について

理事長のごあいさつ
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子育て支援制度の各種手続き（概要）

産前産後休業期間中の保険料免除

概 要

届書等
「産前産後休業取得者申出書」

産前産後休業期間中（産前４２⽇（多胎妊
娠の場合は９８⽇）、産後５６⽇のうち、
妊娠または出産を理由として労務に従事し
なかった期間）の保険料が免除。

育児休業期間中の保険料免除

概 要

届書等
「育児休業等取得者申出書」

育児・介護休業法に基づく育児休業制度を
利⽤する場合（３歳未満の⼦を養育する場
合）には保険料が免除。

注意点
・産前産後休業期間中に申出が必要。

注意点
・育児休業期間中に申出が必要。

産前産後休業終了後の改定

概 要

届書等
「産前産後休業終了時報酬⽉額変更届」

産前産後休業の終了後に報酬が下がった場
合など、終了後の３カ⽉間の報酬額をもと
に、新しい標準報酬⽉額を決定し、その翌
⽉から改定。

育児休業終了後の改定
概 要

届書等
「育児休業等終了時報酬⽉額変更届」

注意点
産前産後休業終了⽇の翌⽇に引き続いて育
児休業を開始した場合は届出不可。

注意点

育児休業の終了⽇に３歳未満の⼦を養育し
ていて報酬が下がった場合など、終了後の
３カ⽉間の報酬額をもとに、新しい標準報
酬⽉額を決定し、その翌⽉から改定。

育児休業終了⽇の翌⽇に引き続いて産前産
後休業を開始した場合は届出不可。

概 要

届書等
「養育期間標準報酬⽉額特例申出書」
注意点

３歳未満の⼦の養育期間中の標準報酬⽉額が養育開始⽉の前⽉の標準報酬⽉額を下回る場合は、
年⾦額の計算において従前の標準報酬⽉額を養育期間中の標準報酬⽉額とみなす。

養育期間中の標準報酬⽉額の特例措置（みなし措置）

保険料負担、健康保険の給付は、実際の標準報酬⽉額にもとづいて計算。

● 休業期間中の保険料の免除措置

● 休業期間終了後の標準報酬月額の改定

● 標準報酬月額の特例措置〔厚生年金保険のみ〕

・役員の⽅も被保険者であれば申出可。
・役員の⽅で育児休業制度を利⽤できない
場合は、被保険者であっても申出不可。
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外国年金受給者の生存証明手続の円滑化に関する調査結果（概要）

1

通知日：令和７年７月７日 通知先：厚生労働省

 近年、海外派遣等により外国で就労する日本人は増加傾向にある。外国の公的年金（以下「外国年金」という。）に加入してい
た日本人が帰国後、外国年金を受給する場合、各国が定める生存証明書を外国年金運営機関に提出すること等が必要となるが、そ
の際、市区町村等の第三者による認証を求められることがある。

 我が国の法令上、生存を証明する制度はなく、市区町村が認証を求められた場合に、認証するかどうかは市区町村の判断に委ね
られている。このような中、当省の行政相談には、「市区町村に生存証明書の認証をしてもらえなかった。」との声が寄せられて
いる。市区町村からは「外国語で書かれた生存証明書は分かりにくく、翻訳の負担も大きい。」といった意見も聴かれる。

 本調査は、外国年金ごとの生存証明手続の実態や市区町村における生存証明書の取扱状況等を調査し、国内在住の日本人の外国
年金受給者（以下「受給者」という。）及び市区町村の負担軽減を図ることを目的として実施したものである。
※１ 外国年金の生存証明手続は、外国の法令に基づきその国の権限と責任の下で運用

① 市区町村による
生存証明書の認証
に代えて、住民票
の写しの添付とす
ることなどを外国
年金運営機関等と
協議すること

② 生存証明書の様
式とその日本語訳
などを日本年金機
構のウェブサイト
に掲載すること

社会保障協定締結国を中心に25か国に調査票を送付し、20か国（※２）から回答。
全市区町村に書面調査（1,253市区町村から回答）の上、32市区町村に実地調査

【第三者による生存証明書の認証方法】
◇ 20か国のうち16か国は第三者による認証が必要。このうち５か国では、第三者
による認証に代えて住民票の写し等の公的書類の添付とすることが可能

◇ 市区町村は生存証明書の認証の可否や認証方法などの対応に苦慮。「生存証明
書を認証するのではなく、住民票の写しを添付する方法に代えてほしい。」と
いった要望あり

【生存証明書の様式】
◇ 第三者による認証が必要な16か国のうち、生存証明書の様式に日本語が併記さ
れているのは４か国

◇ 市区町村では生存証明書に記載された外国語の翻訳が負担となっているほか、
自らの翻訳の正確性に不安を感じるとの意見あり

市区町村による
生存証明書の認
証及び翻訳の不
要化

生存証明に係る
受給者及び市区
町村の負担軽減

主な調査結果 当省の意見 期待される効果

調査の背景

※２ アメリカ、イギリス、オーストラリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、タイ、チェコ、ドイツ、ハンガリー、
フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、 ポーランド、ルクセンブルク（五十音順）

第135回行政改善推進会議 資料2
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調査結果① 第三者による生存証明書の認証方法

＜市区町村による認証の取扱い＞
■ 書面調査では、認証を求められたことがある348市区町村のうち、９割の市区町村が「全て
認証する方針である」又は「認証する場合としない場合がある」と回答。このうちの３割は、
住民票記載事項の内容を証明しており、生存を証明しているのではないと回答

■ 外国年金の制度の多くでは、受給者が外国年金を受給し続けるためには、送付されてきた生存証明書に必要事項を記入し、市区町村等の
第三者に生存を認証（生存証明書への署名）してもらった後、当該証明書を外国年金運営機関に提出する必要がある。

■ 我が国には、生存していることを公的に証明する制度はないため、市区町村が受給者から生存の認証を求められた場合、認証するかどう
かは、市区町村の判断に委ねられている。

他方で、我が国には、死亡時には死亡届を市区町村に提出する制度があり、当該届出により、戸籍への死亡の記載がなされると、住民票
の消除が行われることから、住民票があれば、一般的に生存していることが推定される。

＜第三者による生存証明書の認証の要否等＞
■ 20か国のうち４か国は、生存証明書への本人の署名等により第三者による認証は不要。残り

の16か国は、市区町村、駐日大使館・領事館等により生存証明書の認証が必要であるが、この
うち５か国は、市区町村等の認証に代えて、住民票の写しや戸籍謄本の添付とすることが可能

■ また、認証が必要な16か国のうち13か国は、駐日大使館・領事館による認証が可能。このう
ち９か国は大使館等への出頭が原則だが、３か国はビデオ通話による認証が可能（１か国は不明）

第三者による生存証明書の認証
を求める国に対して、協定の実施
に係る協議の機会等を捉えて、
① 市区町村の認証に代えて住
民票の写しの添付とすること

② 駐日大使館への出頭に代え
てビデオ通話とすること

などを外国年金運営機関等と協議
すること

＜総務省自治行政局の見解＞
一般に、受給者本人との面会等

により本人の生存が確認できるの
であれば、外国年金の生存証明の
ため市区町村が本人の生存を証明
することは差し支えない。

背景・制度等

当省の意見主な調査結果

うち出頭のみ うちビデオ通話可
国数 10 13 9 3 5

（注）　当省の調査結果による。なお、16か国には複数の認証機関を可能としている国が含まれる。

第三者による生存証明書の認証が必要とされている16か国における主な認証方法

認証方法
駐日大使館・駐日領事館による認証

市区町村による認証 住民票の写し等の
添付による代替可

■ 市区町村は、生存証明書の認証に苦慮しており、以下のような意見あり
・ 市区町村が認証するのではなく、住民票の写しを添付する方法に代えてほしい。
・ 法的根拠がない中、認証してよいのか不安を感じながら対応している。市区町村が認証
を行うことは法令上問題がないか、国から見解を示してほしい。
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うち出頭のみ うちビデオ通話可
 イギリス ○ ○ ○ ○
 オーストラリア ○ ○ ○
 オーストリア ○ ○ ○
 オランダ ○ ○
 スイス ○ ○ ○
 スウェーデン ○ ○ ○
 スペイン ○ 不明 不明
 スロバキア ○ ○ ○
 チェコ ○ ○ ○
 ドイツ ○
 ハンガリー ○ ○
 ブラジル ○ ○
 フランス ○ ○
 ベルギー ○ ○ ○
 ポーランド ○ ○
 ルクセンブルク ○ ○ ○

合計 10 13 9 3 5
（注）１　当省の調査結果による。各国からの回答に基づき、原則と考えられる取扱いを記載している。
　　　２　スペイン及びドイツは、オンラインシステムを利用すれば、第三者の認証が不要となる。
　　　３　スペインは、駐日大使館・駐日領事館による認証方法の回答が得られなかったため不明としている。

住民票の写し等の
添付による代替可

国名
駐日大使館・駐日領事館による認証市区町村による

認証

（参考）第三者による生存証明書の認証が必要とされている16か国における主な認証方法
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調査結果② 生存証明書の様式

社会保障協定締結国につ
いて、以下の事項を日本年
金機構のウェブサイトに掲
載すること
① 外国年金の生存証明書
の様式とその日本語訳

② 同証明書において各国
が第三者の認証を求めて
いる事項

＜生存証明書の様式の記載言語＞
■ 市区町村等の第三者による生存証明書の認証が必要であり、同証明書の様式の

ある15か国のうち、11か国は同証明書の様式が外国語のみで表記。一方、４か
国（スロバキア、チェコ、ドイツ、ブラジル）は日本語が併記

■ 市区町村は受給者に外国語の翻訳を求め、その内容を確認したり、自ら翻訳し
たりするなどしており、外国語の翻訳に負担を感じているとの意見あり
（市区町村の意見）
・ 生存証明書の翻訳に、１件当たり１時間程度を要するなど負担が大きい。
・ 翻訳した内容が正しいか不安である。
・ セキュリティ上の理由でウェブサイト上の翻訳サービスが使用できない。
・ 日本年金機構や各国大使館のウェブサイトに、生存証明書の日本語訳を掲載

してほしい。

＜生存証明書で認証が求められている事項＞
■ 市区町村による生存証明書の認証が可能な10か国のうち９か国は、市区町村に
認証を求めている事項として、「生存していることのみ」又は「生存しているこ
と及び身分証明書の確認」と回答

   しかし、実地調査した市区町村の中には、上記以外の生存証明書の記載事項
（国籍、配偶者の有無、出生時の姓等）についても認証が求められていると認識
している例あり

■ 市区町村が認証を求められる生存証明書の様式の多くは外国語のみで表記され、
内容を把握するためには翻訳が必要となる。

■ 生存証明書において市区町村の認証が求められている事項は、国によって異なっ
ている。

背景・制度等

主な調査結果 当省の意見




